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 第 18 回  熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録 

 

平成26年６月23日（月曜日） 

            午前10時１分開議 

            午後０時32分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 (1)産業廃棄物処理施設の公共関与推進に関

する件について 

 (2)有明海・八代海の環境の保全、改善及び  

水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件について 

 (3)地球温暖化対策に関する件について 

 (4)付託調査事件の閉会中の継続審査につい  

て  

――――――――――――――― 

出席委員（15人） 

        委 員 長 森   浩 二 

        副委員長 内 野 幸 喜 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員 氷 室 雄一郎 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 重 村   栄 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 松 岡   徹 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 山 口 ゆたか 

        委  員 緒 方 勇 二 

        委  員 橋 口 海 平 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

  環境生活部       

         部 長  谷 﨑 淳 一 

                環境局長  村 山 栄 一 

政策調整審議員兼 

環境政策課課長補佐 江 藤 公 俊 

     環境立県推進課長 佐 藤 美智子 

            環境保全課長  川 越 吉 廣 

          自然保護課長 三 原 義 之 

      首席審議員兼 

廃棄物対策課長  坂 本 孝 広 

  企画振興部 

審議員兼 

交通政策課課長補佐 財 津 和 宏 

商工観光労働部 

     新産業振興局長  奥 薗 惣 幸 

産業支援課長 古 森 美津代 

エネルギー政策課長 村 井 浩 一 

  農林水産部 

            生産局長  山 中 典 和 

                水産局長  平 岡 政 宏 

政策調整審議員兼 

農林水産政策課課長補佐 宮 本   正 

      農業技術課長  園 田   誠 

        園芸課長 古 場 潤 一 

          畜産課長  矢 野 利 彦 

       農地整備課長  池 田 雄 一 

      首席審議員兼 

      森林整備課長 長﨑屋 圭 太 

      林業振興課長 江 上 憲 二 

      森林保全課長 塩 木 康 博 

         水産振興課長 平 山   泉 

漁港漁場整備課長 原 田 高 臣 

  水産研究センター所長  鎌 賀 泰 文 

  土木部 

総括審議員兼 

      河川港湾局長  渡  邊   茂 

    土木技術管理課長  古 澤 章 吾 

         審議員兼 
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      道路整備課課長補佐  植 野 幹 博 

        審議員兼 

      都市計画課課長補佐  竹 田 尚 史 

審議員兼 

  都市計画課景観公園室長 緒 方   誠 

           下水環境課長  宮 本 秀 一 

河川課長  持 田   浩 

        港湾課長  平 山 高 志 

        建築課長 田 邉   肇 

     審議員兼建築課 

建築物安全推進室長 上 妻 清 人 

教育委員会事務局 

      義務教育課長 浦 川 健一郎 

 企業局 

    次長兼総務経営課長  五 嶋 道 也 

   審議員兼総務経営課 

    荒瀬ダム撤去室長 堀 内 眞 二 

        工務課長  福 原 俊 明 

  警察本部 

           交通部参事官  髙 山 広 行 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課主幹   福 田 聖 哉 

   議事課主幹     甲 斐   博 

――――――――――――――― 

  午前10時１分開議 

○森浩二委員長 ただいまから、第18回環境

対策特別委員会を開催いたします。 

 本日は、執行部を交えた本年度最初の委員

会でありますので、一言御挨拶を申し上げま

す。 

 皆様には、御存じのとおり、本委員会に

は、産業廃棄物処理施設の公共関与推進に関

する件、有明海、八代海の環境の保全、改善

及び水産資源の回復等による漁業の振興に関

する件、地球温暖化対策に関する件の３件の

調査事件が付託されております。どの件も重

要な課題であり、いろいろと御苦労もあるか

と存じますが、引き続き取り組んでいかなけ

ればならないと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 私も、昨年に引き続いて委員長を仰せつか

りましたので、一生懸命頑張っていきたいと

と思います。委員長、なれはしましたが、不

得意ですので、副委員長とともに、この１年

間頑張っていきたいと思いますので、委員の

皆様、また執行部の皆様、御協力のほどよろ

しくお願いしときます。 

 それでは、副委員長からも一言御挨拶をお

願いしたいと思っています。 

 

○内野幸喜副委員長 前回の特別委員会で副

委員長を御選任いただきました内野と申しま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 森委員長をしっかりと補佐しながら、この

委員会がスムーズに進行できるよう頑張って

まいりますので、執行部の皆さん方、そして

各委員の先生方には、御協力をいただきます

よう、よろしくお願い申し上げます。お世話

になります。 

 

○森浩二委員長 それでは、執行部関係部課

職員の自己紹介を受けたいと思います。自己

紹介名簿の順に自席からお願いします。 

  （谷﨑環境生活部長、村山環境局長～髙

山交通部参事官の順に自己紹介) 

○森浩二委員長 なお、自己紹介以外の職員

の方については、お手元に配付しております

委員会資料の関係部課幹部職員名簿のとおり

でございます。 

 次に、執行部を代表して、谷﨑環境生活部

長から挨拶をお願いします。 

 

○谷﨑環境生活部長 委員会の開会に当たり

まして、執行部を代表して御挨拶を申し上げ

ます。 

 環境生活部の部長の谷﨑でございます。 

 環境対策特別委員会におかれましては、委

員長の御挨拶にもありましたように、産業廃

棄物処理施設における公共関与の推進、有明
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海、八代海の再生、地球温暖化対策の３項目

につきまして、これまで熱心な御審議と御指

導をいただきまして深く感謝を申し上げる次

第でございます。 

 まず、産業廃棄物処理施設における公共関

与の推進につきましては、事業主体である公

益財団法人熊本県環境整備事業団におきまし

て、昨年７月に建設工事に着手し、現在、平

成27年秋ごろの供用開始に向けまして、ほぼ

順調に工事を進めております。 

 本県といたしましては、この施設が全国の

モデルとなるよう、また、将来にわたって安

定的な経営及び適正な運営がなされるよう、

関係団体と協議しながら、当事業団に対し、

引き続き必要な支援を行ってまいります。 

 さらに、周辺環境の整備など、処分場を中

心とした地域の振興についても、これまでの

地域の皆様方の思いを真摯に受けとめ、誠意

を持って取り組んでまいります。 

 次に、有明海、八代海の再生につきまして

は、特措法に基づく県計画と県議会からの御

提言に沿って、森林機能の向上の取り組みや

環境に配慮した河川改修、生活排水施設整備

などの排水対策、作澪や覆砂などの漁場環境

改善、クルマエビの放流事業など、川上から

川下、そしてまた海そのものを対象とした総

合的対策に取り組んでおります。 

 しかしながら、海域の環境基準の達成状況

は、近年変動はあるもののほぼ横ばいで、漁

獲量も減尐傾向にありまして、有明海、八代

海の再生と言えるまでには至っていない状況

でございます。昨年度の委員会においても、

抜本的な対策に取り組むよう厳しく御指摘を

いただいたところでございます。 

 県といたしましても、政府提案や九州知事

会において、国の総合調査評価委員会の検討

の加速化をお願いし、底質改善や漁場環境改

善に有効性が認められる海底耕うん、泥土除

去及び潮通し等を集中的に実施するための予

算の確保を要望したところでございます。 

 今後とも、関係県と連携しながら必要な対

策に取り組み、有明海、八代海の再生に向け

て努力を続けてまいります。 

 最後に、地球温暖化対策につきましては、

温室効果ガス削減の国際的な枠組みや国のエ

ネルギー政策等が不透明な中で、当面、本県

としまして、熊本県総合エネルギー計画にお

ける新エネと省エネによるエネルギー削減に

より、原油換算で100万キロリットルを削減

することを目標として温暖化対策に取り組ん

でまいります。 

 また、持続可能な社会経済への転換に向け

た県議会の御提言に沿って、関連施策の推進

を図り、温室効果ガスの排出削減の促進に引

き続き努めてまいります。 

 本日は、今年度初めての審議でございます

ので、これまでの経緯や現状とあわせまし

て、本年度における取り組み及び今後の予定

等につきまして御説明することといたしてお

ります。 

 詳細につきましては、この後関係課長が説

明いたしますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

○森浩二委員長 では、お手元に配付の委員

会次第に従い、付託調査事件を審議させてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

 議題１、産業廃棄物処理施設の公共関与推

進に関する件、２、有明海・八代海の環境の

保全、改善及び水産資源の回復等による漁業

の振興に関する件及び３、地球温暖化対策に

関する件について、一括して執行部から説明

を受け、その後、質疑は議題ごとに行いたい

と思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては、

簡潔にお願いします。また、説明者は着座に

て説明をお願いします。 

 では、執行部から説明をお願いします。 

 それでは、産業廃棄物処理施設の公共関与
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推進に関する件について、公共関与による管

理型最終処分場の整備について説明をお願い

します。 

 

○坂本廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。 

 公共関与による産業廃棄物最終処分場の整

備について御説明をさせていただきます。 

 １番の目的のところでございますけれど

も、１、２については、これまでも説明して

おりますので、繰り返しになるかと思います

が、簡単に御説明をさせていただきます。 

 １、目的のところでございますが、県とし

て民間の処理施設を補完し、産業廃棄物の安

定的な処理体制を確保するため、公益財団法

人熊本県環境整備事業団を事業主体とする公

共関与による産業廃棄物管理型最終処分場を

整備するものでございます。 

 ２のこれまでの取り組みでございますが、

まず、平成14年度に、公共関与の基本計画を

策定いたしております。17年度、南関町の候

補地を第１番目の建設に取り組む箇所として

決定をさせていただいております。18年度、

公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場

建設に関する基本構想の策定を行っておりま

す。19年度、実施主体であります財団法人熊

本県環境整備事業団の設立を行っておりま

す。平成22年度、クローズド型で無放流型の

施設構造とすることを決定いたしておりま

す。 

 なお、22年度、23年度と、さまざま地域の

苦渋の選択の中で、22年度に南関町長のほう

が建設の受け入れを表明いただき、同23年度

に和水町長のほうから建設受け入れの表明が

なされております。 

 そういう流れの中で、24年度、設計施工一

括及び長期包括的運営方式による発注、入札

を実施しまして、落札者を決定いたしており

ます。平成25年度、詳細設計が終了いたして

おります。 

 次のページをお開きください。 

 先ほど部長の挨拶にもありましたけれど

も、７月に工事の着手をいたしました。その

後、メガソーラーによる導入のための実施事

業者を決定いたしまして、くまもと県民発電

所を活用した形で、熊本いいくに発電所株式

会社のほうが実施主体としてなられたところ

です。施設名称を「エコアくまもと」と決定

をさせていただいております。 

 ３番目の事業概要でございますけれども、

産業廃棄物管理型最終処分場につきまして、

クローズド無放流型ということです。 

 クローズドというのは、埋立地を屋根と壁

で覆い、外気や雤水等の周辺環境と全く分離

をするという形のものをクローズド型と言っ

ております。それと、無放流につきまして

は、河川に放流しないという形で、中で循環

をさせていくという形になっております。 

 埋立容量につきましては、約42万立米、埋

立年数は、約15年から20年を想定させていた

だいております。 

 ４番目の今年度の取り組みでございます。 

 １、工事関係につきましては、現在、施設

内の造成工事を完了しておりまして、覆蓋施

設や雤水集排水施設等の工事を実施しており

まして、ほぼ９月ぐらいまでには覆蓋施設は

完成する見込みでございます。10月ごろから

遮水シートの敷設工事等を実施してまいりた

いと考えております。 

 申しわけございませんが、12ページをお開

きいただけますでしょうか。 

 写真が載っておりますけれども、左側上の

ものが、覆蓋施設がほぼ半分弱ぐらい今かか

っている状況でございまして、これがもう右

側のほうにもあと全部屋根がかぶってしまう

状況が、大体９月ぐらいまでにでき上がると

いう状況になるかなというふうに思っており

ます。 

 お戻りをいただいて、２番目のところでご

ざいますが、安全推進委員会につきまして
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は、地域の住民の方とか行政機関等々で構成

する委員会でございまして、年に２～３回開

催をして、工事内容の説明や現地視察などを

通しまして、皆様に安全を御確認いただくと

いう形で委員会を開催させていただいており

ます。 

 ３番目でございますが、安定的な経営基盤

の構築及び適切な運営への取り組みでござい

ます。 

 事業団において、経営計画の策定や業務マ

ニュアル等の策定を進めているところで、県

としましても、適切な支援をしてまいりたい

というふうに考えております。 

 ４番目でございますが、地域振興関係でご

ざいます。 

 １番目、県道大牟田植木線の歩道整備等を

行っております。緊急性、必要性の高い区間

に歩道を整備するという事業でございます。 

 ２番目のところでございますが、南関町、

和水町へ交付金事業を行っております。 

 南関町につきましては、公共関与産業廃棄

物最終処分場アクセス道路の整備を行ってお

りまして、町道米田鬼王線のうち、県道大牟

田植木線から最終処分場までのアクセス道路

となる区間を、県が町から受託をして工事を

実施するということで行っております。設計

の変更等で若干見直しを行いましたものです

から、これまでに概略設計、測量、詳細設計

を実施することで、まだ工事には至ってはお

りません。そのほかに、公民館整備、農道整

備等を行うということになっております。 

 和水町につきましては、公民館整備並びに

太陽光発電システム整備等々を行うこととな

っております。 

 ３番目のところでございます。 

 環境教育拠点に関する取り組みでございま

すが、これは、これまでも申し上げておりま

すとおり、県北の環境教育拠点を目指しなが

ら、環境教育を行う人材の育成及び環境教育

プログラムづくりを進めてまいりたいと考え

ております。 

 ５番目のところでスケジュールをお示しし

ております。 

 先ほど言っておりますように、覆蓋工事に

ついては、大体９月末ぐらいまででほぼ完成

をする見込みでございます。遮水工事を、そ

の後シート張りを張ることをやっていきたい

というふうに考えておりまして、ほぼ順調な

形で推移をしているというふうにお聞きをし

ております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○森浩二委員長 次に、有明海・八代海の環

境の保全、改善及び水産資源の回復等による

漁業の振興に関する件について。 

 まず、有明海・八代海の再生について説明

をお願いします。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。着座で失礼いたします。 

 資料の15ページをお願いします。 

 有明海・八代海の再生について。 

 まず、１のこれまでの経緯等でございます

が、ポイントについて説明をさせていただき

ます。 

 まず、(1)でございますが、平成12年７月

から翌年にかけて発生しました甚大な赤潮被

害が発端でございます。 

 この赤潮被害を受けまして、(2)でござい

ますが、①では、平成13年１月に、熊本県ノ

リ被害対策本部を設置、緊急対策を実施して

おります。 

 ②でございますが、同年10月に、関係課か

ら成る政策調整会議を設置、当時の環境対策

特別委員会からの御提言を踏まえまして、同

年12月に、県独自の有明海・八代海再生に向

けた総合計画を策定しました。 

 ③でございますが、地元の要望を受け、国

では、平成14年11月に、有明海及び八代海を
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再生するための特別措置法が成立をしており

ます。 

 ④でございますが、この特別措置法の成立

を受けまして、県では、総合計画を見直し、

平成15年３月に、有明海・八代海再生に向け

た熊本県計画を策定しております。 

 資料の16ページをお願いいたします。 

 ⑤でございますが、平成16年２月定例会

で、当時の有明海・八代海再生特別委員会か

ら、下に記載しております６つの重点項目

や、短期、中長期に取り組む施策についての

御提言をいただいたところでございます。 

 次の⑥には、提言で示されました方向性に

沿って実施しております主な施策を記載して

おります。 

 詳細につきましては、後ほど提言への対応

のところで各担当課より説明させていただき

ます。 

 これらの取り組みによりまして、一部には

成果が上がったものもありますが、いまだ再

生の道のりは遠く、引き続き対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 資料の17ページをお願いいたします。 

 (3)国の取り組みについて。 

 まず、①でございますが、国では、特措法

に基づき、平成15年３月に促進協議会を組

織、関係６省庁と関係６県が連携をとりなが

ら必要な協議を行っているところでございま

す。 

 次に、②でございますが、国では、特措法

に基づきまして、平成15年２月に、有明海・

八代海総合調査評価委員会を設置、以来26回

の開催を経まして、具体的な再生方策や解明

すべき課題等を取りまとめた委員会報告が策

定され、平成18年12月に提出されておりま

す。しかしながら、この報告の中でも、まだ

解明すべき多くの課題が残っていると指摘さ

れているとおり、明確な原因究明にはいまだ

至っておりません。 

 その後、関係６県で評価委員会の再開につ

いて働きかけをしていたところですが、特措

法改正に伴いまして、平成23年10月から再

開、平成19年度以降に国や関係県が実施した

調査や事業について整理及び現況把握を行い

まして、再生の道筋を示すとされておりま

す。 

 評価委員会には、24年９月に、生物問題小

委員会及び海域再生小委員会が設置され、昨

年度は、本委員会が２回、小委員会が３回開

催されております。 

 委員会では、海域環境の特性の整理や赤

潮、貧酸素水塊の発生要因、対策等に関する

検討が進められておりまして、今年度は小委

員会で海域環境変化に関する因果関係を明ら

かにする予定と聞いております。 

 なお、本県としましては、当評価委員会で

の検討をさらに加速化し、海域環境変化のメ

カニズムや水産資源減尐の要因を早急に明ら

かにし、再生方策を提示するよう、今月上旪

に国の施策等に関する提案を関係省庁に行っ

たところでございます。 

 今回の提案におきましては、項目を追加

し、底質改善や漁場環境改善などに有効性が

認められます海底耕うん、それから泥土除去

などの具体的対策の実行について、関係省庁

連携のもと集中的に実施するよう、あわせて

要望したところでございます。 

 最後に、(4)でございますが、関係６県で

は、連絡協議会を平成16年８月に設置、具体

的には、クルマエビの共同放流事業ですとか

クリーンアップ事業などに連携して取り組ん

でいるところでございます。 

 平成24年、25年度は、関係６県での要望活

動は行いませんでしたが、今年度は、要望活

動強化のため、関係６県が連携して、検討の

加速化や有効性の認められる対策の促進等を

国に要望するよう、現在調整を行っていると

ころでございます。 

 なお、参考までに、23ページに別紙１とし

て特措法の概要を、また、25ページに別紙２
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として県計画の概要を添付しております。説

明は省略させていただきます。 

 これまでの経緯等につきましては、説明は

以上でございます。 

 

○川越環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 引き続き18ページをごらんください。 

 有明海及び八代海の現状について御説明い

たします。 

 まず、(1)の有明海・八代海の水質の状況

でございます。 

 公共用水域に係る水質監視につきまして

は、水質汚濁防止法に基づき、水質測定計画

を熊本市など関係機関と協議して策定し、常

時監視を行っております。 

 環境基準の達成状況についてでございます

が、海の汚濁の指標でありますＣＯＤにつき

ましては、70％から80％台で推移しておりま

す。また、富栄養化の指標であります全窒

素、全リンにつきましては、平成13年度以

降、33％から100％で推移しており、ＣＯ

Ｄ、全窒素、全リンともに近年変動はあるも

のの、ほぼ横ばいの状況にあります。 

 次に、①の水質の常時監視体制等でござい

ますが、枠囲みにありますように、有明海、

八代海を幾つかの水域に分けまして、環境基

準点を延べ53地点設定し、年間６回から15回

の測定を実施いたしております。 

 ②の測定結果でございます。 

 まず、Ⅰの人の健康の保護に関する項目、

いわゆる健康項目でありますが、カドミウム

など22項目でございます。基準超過地点はご

ざいませんでした。 

 次に、Ⅱの海の汚濁の指標でありますＣＯ

Ｄ、化学的酸素要求量の値でございますけれ

ども、有明海では、調査水域７水域のうち３

水域で基準超過したため、環境基準達成率は

57.1％となっております。 

 次に、八代海のＣＯＤでございますが、有

明海よりもやや低い数値で推移しておりまし

て、調査水域数11水域のうち２水域で基準超

過しており、環境基準達成率は81.8％となっ

ております。 

 Ⅲの富栄養化の指標であります全窒素、全

リンでございますが、有明海では、３水域、

13地点における環境基準の達成状況は、３水

域のうち１水域で基準超過し、環境基準達成

率が66.7％になっております。次に、八代海

でございますが、３水域全てで達成しており

まして、環境基準達成率は100％となってお

ります。両海域とも、全窒素、全リンともに

ほぼ横ばいの状況にあります。 

 ただいま御説明した内容につきましては、

19ページ中ほどの折れ線グラフを掲載してお

ります。 

 次に、③の有明海・八代海への汚濁物質の

流入削減対策についてでございます。 

 環境基準を達成していない水域もあること

から、引き続き、関係各県を含め、関係機関

と連携して取り組みを行います。 

 特に、海域環境への負荷の削減を目的とい

たしまして、平成17年３月には条例等の改正

を行いまして、平成20年４月から施行し、事

業場排水からの汚濁物質の流入削減対策を強

化しているところでございます。 

 概要につきましては、後ほど提言への対応

のところで説明予定でございます。 

 環境保全課は以上でございます。 

 

○平山水産振興課長 21ページをお願いいた

します。 

 有明海・八代海の漁業生産の状況について

でございます。 

 左下の図１をごらんください。 

 漁業の状況でございます。 

 魚類の漁獲量につきましては、黒丸で有明

海を示しております。有明海の漁獲量は、減

尐傾向が続いておりまして、平成24年の漁獲

量は1,288トンとなっております。また、白
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丸の八代海も、長期的には減尐傾向でござい

まして、平成24年の漁獲量が8,029トンとな

っております。 

 次に、図２、右側にアサリ漁獲量を示して

おります。 

 黒丸の有明海は、平成８年以降増減を繰り

返しながらも回復傾向でございましたが、平

成21年、22年と大きく減尐いたしました。 

 その原因といたしまして、アサリの稚貝の

発生量が尐なかったことや、競合生物でござ

いますホトトギスガイの発生によって漁場環

境が悪化したことが原因として考えられてお

ります。 

 ホトトギスガイにつきましては、関係漁協

等が駆除を行ったことで、平成23年は1,496

トンと若干の回復をいたしましたが、平成24

年以後、熊本広域大水害の影響もございまし

て減尐しているところでございます。平成25

年は、水産振興課の聞き取りによりますと、

347トンと非常に低調となっております。 

 白丸で示しました八代海ですが、平成15年

以降増加傾向にありましたが、平成20年の1,

990トンをピークに減尐いたしております。

特に、平成23年は、梅雤期の降雤による大量

死が発生いたしまして、大きく減尐いたしま

した。平成25年は、現地の資源管理のための

操業自粛もございまして、水産振興課の聞き

取りによりますと、８トンと低調になってお

ります。 

 次に、22ページをお願いいたします。 

 養殖漁業の状況でございますが、左下の図

３にノリ養殖の生産量の推移を示してござい

ます。 

 黒丸で示しておりますのが、有明海でござ

います。 

 有明海の平成25年漁期の生産量は、１月下

旪から発生いたしました色落ちによりまして

９億枚にとどまっております。生産金額も81

億円と、平成に入ってから最低の生産額でご

ざいました｡ 

 また、白丸の八代海では、低調な生産が続

いておりまして、平成25年度は、1,000万枚

で、生産金額8,000万円となっております。 

 次に、図４の魚類養殖についてですが、ブ

リとマダイの生産量を示しております。 

 黒の三角のブリは、平成20年から22年にか

けて発生いたしました赤潮の影響で減尐いた

しましたが、平成23年からは赤潮被害の発生

がなく、平成24年には6,688トンと順調な生

産となりました。平成25年は、統計速報値で

ございますが、5,700トンと減尐しておりま

す。 

 一方、マダイは、赤潮に比較的強いという

ことで、ほぼ横ばいで推移しておりました

が、平成24年は8,154トン、平成25年の統計

速報値では7,800トンとやや減尐してござい

ます。 

 水産振興課は以上でございます。 

 

○森浩二委員長 次に、有明海・八代海再生

に係る提言への対応について説明をお願いし

ます。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 資料の26ページをお願いいたします。 

 平成16年２月に、当時の有明海・八代海再

生特別委員会からいただきました提言に沿い

まして、県で取り組んでおります36施策を、

資料の27ページにかけて一覧にしておりま

す。 

 本日は、これまで当委員会において議論が

あり、継続的な報告が必要と考えられる主要

なものを中心に、黒丸をつけた10の施策につ

いて、各担当課から順次説明をさせていただ

きます。よろしくお願いします。 

 

○宮本下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 資料28ページをお願いいたします。 
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 提言項目、海域環境への負荷の削減に対し

ます生活排水処理施設の整備促進と適切な維

持管理の取り組みについて御説明いたしま

す。 

 まず、１の取り組み概要ですが、平成32年

度末での汚水処理人口普及率を90％までに高

めることなどを目標に、地域特性に適した生

活排水処理施設の整備を促進し、あわせて整

備した施設が十分に汚濁負荷削減の機能を発

揮できるように、下水道などへの早期接続や

浄化槽の適正管理の実施を推進してまいるこ

ととしております。 

 次に、２の取り組み実績についてですが、

24年度末の汚水処理人口普及率は82.2％で、

実際に生活排水を適正に処理している割合を

示します汚水適正処理率は72.9％でございま

す。 

 普及率向上に向けましては、県や県民の皆

様、市町村と役割を分担して、地域の実情に

適した生活排水処理施設の整備を進めてきた

ところです。 

 また、25年度は、接続率が低い市町村に対

しまして、接続促進の取り組みを支援する制

度の創設や必要な県有施設での合併処理浄化

槽への転換を進めてまいりました。さらに、

県民の皆様に接続や適正管理の推進などにつ

いて御理解と御協力をいただくため、熊本市

など県内７カ所で開催されたイベントに参加

し、直接、普及啓発活動を行っております。 

 次に、３の26年度の取り組み予定でござい

ますが、事業費としまして、県と市町村を合

わせまして、おおむね176億円程度となる見

込みです。 

 県の施設であります３カ所の流域下水道で

は、安定した処理機能を維持するために、必

要な改築更新、耐震化、増設、高度処理化を

進めてまいります。 

 浄化槽につきましては、市町村設置型浄化

槽の整備促進と単独浄化槽からの合併処理浄

化槽への転換促進に対する助成措置を充実さ

せ、一般事業化し、支援の重点化を図ること

といたしております。 

 また、必要な県有施設での合併処理浄化槽

転換は、本年度で全て完了予定といたしてお

ります。 

 浄化槽の適正な管理につきましては、本年

度も積極的な普及啓発活動を継続して進めて

まいります。 

 さらに、25年度に新設しました生活排水適

正処理重点推進事業により、接続率向上の取

り組みに対する支援を続けてまいります。 

 下水環境課からは以上でございます。 

 

○川越環境保全課長 資料の30ページをお願

いいたします。 

 工場・事業場の排水対策といたしまして、

条例による上乗せ規制適用区域の設定及び規

制対象項目の追加について御説明いたしま

す。 

 まず、１の施策の概要等の中の①でござい

ますが、提言の実現に向けた取り組み概要で

ございます。 

 陸から、いわゆる海域環境への負荷の削減

を目的といたしまして、工場、事業場の排水

対策を行っております。 

 まず、有明海、八代海に流入する全ての区

域を上乗せ規制区域といたしました。また、

熊本県生活環境の保全等に関する条例で定め

ております米粉の製造業など７業種の事業場

につきまして、富栄養化の原因である窒素、

リンを新たに規制対象項目として追加してお

りまして、立入検査・指導を実施しておりま

す。いずれも平成20年４月１日から施行して

おります。 

 次に、平成25年度の取り組み実績でござい

ますが、規制対象となっております883事業

場のうち、延べ461事業場に立入調査を行

い、水質検査を確認しております。水質基準

の超過となりました14事業場に対しまして、

施設の運転ミス等の厳重注意10件及び文書注
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意１件、施設や管理体制の改善命令３件など

を行っており、その後の改善結果の確認等も

行っております。 

 平成26年度におきましても、引き続き、保

健所を中心としました計画的な立入指導と排

出水の確認等を実施いたしまして、水質基準

の遵守状況の把握に努めることといたしてお

ります。 

 環境保全課は以上でございます。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 資料の32ページをお願いいたします。 

 提言項目、海域環境への負荷の削減、③の

農業・畜産対策のうち、家畜ふん尿の適切管

理の継続についてでございます。 

 平成16年11月から施行されました家畜排せ

つ物の管理の適正化及び利用の促進に関する

法律、通称家畜排せつ物法と申しますけれど

も、家畜排せつ物について、適正管理の継続

を指導してまいります。 

 25年度におきまして、新たな不適正処理を

防止するため巡回指導を実施するとともに、

ビニールシート等により簡易対応を行ってい

る畜産農家に対しましては、経営形態に応じ

た施設整備を促進いたしました。また、毎年

11月を畜産環境保全月間と位置づけ、市町村

や農業団体と一体で重点農家への巡回調査、

農家への意識啓発を行いました。 

 26年度におきましても、新たな不適正管理

の発生防止や施設整備した堆肥舎の維持管

理、適正使用を図るための巡回指導、簡易対

応農家への施設整備などを推進してまいりま

す。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○園田農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 資料33ページをお願いいたします。 

 農薬・化学肥料の使用総量の削減でござい

ますが、１の①に書いてございますが、取り

組みの概要につきましては、環境に優しい農

業といたしまして、くまもとグリーン農業に

取り組んでおります。農業者には生産宣言

を、消費者には応援宣言をしていただいて、

県民運動として展開しているところでござい

ます。 

 ②の課題といたしましては、エコファーマ

ーの認定数は全国第４位でございますが、ま

だまだグリーン農業の認知度が余り高くない

状況でございまして、もっと生産を拡大さ

せ、消費者の理解を促進する必要があると考

えております。 

 ２の25年度の取り組み実績でございます

が、生産宣言をした農業者、それから応援宣

言をした消費者、合わせて１万7,402件にな

っております。内訳につきましては、生産宣

言が１万1,700、応援宣言をいたしました消

費者が5,600ということでございます。 

 また、環境に優しい農業技術の実証展示圃

を県内11カ所に設置して、減農薬、減化学肥

料の普及、定着を推進いたしました。 

 ３の本年度の取り組みでございますが、グ

リーン農業県民大会の実施、あるいはホーム

ページの充実、量販店でのキャンペーンなど

による認知度の向上を行うとともに、ＪＡと

も連携しながら、環境に優しい農業技術の普

及、定着を図っていきたいというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

 

○鎌賀水産研究センター所長 36ページをお

願いします。 

 海域環境への負荷軽減、そのうち養殖場対

策として、施策としましては複合養殖技術の

開発という項目でございます。 

 １番の提言の実現に向けた取り組み概要で

ございますが、まず１つ目として、魚類養殖

で発生する環境負荷を低減できる藻類の養殖

技術の確立を図るということと、２番目、赤

潮プランクトンを直接摂餌します二枚貝の養
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殖技術の開発でございます。 

 ２番目の平成25年度の取り組み実績でござ

いますが、まず１つ目、天然海域で自生しま

すヒトエグサ、一般的にはアオサと呼ばれて

おりますけれども、このヒトエグサを、人工

的に種網を作成しまして、現場での養殖試験

を行った結果、これまでになく順調に生育し

まして、天然のものと同等以上の品質のもの

が得られております。 

 ２番目、二枚貝でありますアサリに関して

ですが、真珠養殖母貝の養成かごに入れまし

て、これを海中につるした状態で養殖し、砂

のかわりとなる基質など飼育条件を変えなが

ら、効率的な方法を見出すための試験を行っ

ているところでございます。 

 ３番目の平成26年度の取り組み予定でござ

いますけれども、まず、ヒトエグサにつきま

しては、昨年度の成果の確認試験、最適な培

養条件についての室内試験を行うこととして

おります。 

 ２番目のほうは、アサリでございますが、

昨年度の試験の検証、それに新たな飼育条件

での養殖試験を行うこととしております。 

 続きまして、41ページをお願いいたしま

す。 

 提言項目は、干潟や海底等の保全・改善

で、そのうち①の干潟等の漁場環境改善のた

めの事業の充実ということで、施策としては

藻場再生の試験研究の推進でございます。 

 提言の実現に向けた取り組み概要としまし

ては、藻場の機能解明や増殖手法の開発を行

い、海域ごとの藻場復元方法の確立を図るこ

とでございます。 

 ２番目の平成25年度の取り組み実績でござ

いますが、まず１番、苓北町富岡では、定期

的な分布調査を実施しているところでござい

ます。 

 (2)のアマモについてでございますが、外

海に面した波浪の強い場所での藻場造成を実

証するため、牛深地区で漁協青壮年部ととも

に試験を行っているところでございます。 

 ３番目の平成26年度の取り組み予定でござ

いますが、天草西海での藻場の調査を実施す

るとともに、アマモ場の藻場造成に関する技

術の指導、普及を行うこととしております。 

 水産研究センターは以上でございます。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 資料の42ページをお願いいたします。 

 提言項目は、干潟や海底等の保全・改善

で、施策は、干潟の耕うん、作澪、覆砂、藻

場造成等の事業の実施でございます。 

 施策の概要は、干潟等の漁場環境改善のた

め、覆砂や藻場造成を行うものでございま

す。 

 ２の平成25年度の取り組み実績でございま

すが、耕うんにつきましては、長洲町沖及び

熊本市沖の２カ所におきまして、水深20メー

ター程度の海底の耕うんを実施し、耕うん前

後の生物量や底質の変化を調査しておりま

す。 

 調査結果としましては、耕うん後の硫化物

の減尐や水生生物の増加が確認されており、

耕うん回数が多いほど効果が高くなる傾向に

あるようでございます。 

 県営覆砂では、熊本市から宇土市地先にお

ける５地区におきまして、合計43.3ヘクター

ルの造成が10月上旪に完成いたしました。ま

た、熊本市及び宇土市地先においては、２地

区、24ヘクタールを、八代市地先で、１地

区、５ヘクタールの造成を３月中に発注し、

26年度へ事業を繰り越しています。藻場につ

きましては、苓北町地先におきまして2.7ヘ

クタールの造成が２月に完了いたしておりま

す。 

 ３の平成26年度の取り組み予定ですけれど

も、耕うんにつきましては、25年度と同様、

玉名市沖から熊本市沖の２カ所において、20

メーター水深の海底４平方キロの耕うんを実
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施し、引き続きクルマエビなどの生息環境の

改善状況に関する調査を行ってまいります。 

 県営覆砂では、先ほどの繰越事業で実施す

る29ヘクタールに加え、荒尾市、長洲町、熊

本市及び宇土市地先における４地区におきま

して、合計11ヘクタールを造成予定です。ま

た、八代市地先では、荒瀬ダム上流の堆積砂

を用いて４ヘクタールの造成を予定しており

ます。さらに、藻場につきましては、天草市

五和町地先において１ヘクタールの造成を予

定いたしております。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○平山水産振興課長 48ページをお願いいた

します。 

 水産資源の回復等による漁業の振興という

提言でございます。 

 施策は、アサリなど漁獲サイズや漁期の制

限等、資源管理の強化でございます。 

 施策の概要等の取り組み概要と課題です

が、年7,000トンの安定した漁獲を目指して

関係漁協で実施する具体的資源管理の取り組

みを支援するもので、資源水準に応じた資源

管理の取り組みやホトトギスガイの駆除など

による漁場管理の強化が必要となっておりま

す。 

 平成25年度の取り組み実績ですが、関係漁

協に対し、漁場管理や資源管理の強化を働き

かけた結果、アサリの主産地であります緑川

河口域の漁協では、アサリの産卵時期に当た

ります10月と４月を休漁にされました。ま

た、保護区への母貝放流や漁場耕うんの取り

組みを支援してまいりました。 

 平成26年度の取り組みですが、引き続き稚

貝発生の減尐原因の調査や漁場管理の強化を

推進するとともに、資源管理計画に基づき着

実に取り組みを実行し、さらに資源水準に応

じた制限の強化を行うよう漁協の指導を行っ

てまいります。 

 また、これらの漁業者の取り組みを支援す

るとともに、フラプシーという海上中間育成

施設を活用した人工種苗の安定的な中間育成

技術と効果的な放流手法の開発に取り組むこ

ととしております。 

 水産振興課は以上でございます。 

 

○鎌賀水産研究センター所長 60ページをお

願いいたします。 

 提言項目、調査研究体制の充実ということ

で、水産研究センターの機能の充実・強化で

ございます。そのうち施策としましては、有

明海・八代海再生の研究の重点化ということ

でございます。 

 １番の提言の実現に向けた取り組み概要に

つきましては、水産研究センターの調査研究

体制の充実を図るということで、２番目、平

成25年度の取り組み実績でございますが、こ

れまでの外部からのニーズを踏まえた上で、

１番目、食用藻類でありますヒトエグサ、ヒ

ジキ、トサカノリの人工採苗技術等の試験研

究に取り組んでおります。 

 ２番目のイとしまして、重要貝類資源回復

事業といたしまして、アサリ、ハマグリの調

査、それと調査結果の情報提供と資源管理や

漁場管理への取り組みを指導しておるところ

でございます。 

 ３番目の平成26年度の取り組み予定でござ

いますが、水産研究センターの研究評価会

議、研究推進委員会等の意見、要望を取り入

れながら、引き続き食用藻類の増養殖、アサ

リ、ハマグリの資源回復のため、試験研究に

取り組んでいくこととしております。 

 水産研究センターは以上でございます。 

 

○平山水産振興課長 62ページをお願いいた

します。 

 諫早湾干拓事業に係る中・長期開門調査の

実施についてでございます。 

 非常に動きが多くなってございまして、主

なところについて御説明させていただきま
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す。 

 施策の概要等の(4)でございますが、平成2

2年12月８日に、福岡高裁が佐賀地裁判決を

支持し、３年間の猶予後に５年間の常時開放

を命じる判決が、平成22年12月21日に確定し

ております。平成25年12月20日には猶予され

た期間が経過したところでございます。 

 次に、平成25年度以降の開門調査を取り巻

く情勢についてですが、開門調査を推進した

い漁業者と開門調査に反対する営農者の両者

が、国を相手取り提訴してございます。 

 主な動きについてですが、(5)平成25年11

月12日に、長崎地裁において開門調査の差し

とめが命じられました。これに対し、国は即

日控訴いたしました。 

 (9)平成25年12月24日に、福岡高裁確定判

決の原告漁業者は、１日１億円の制裁金を支

払わせる間接強制を佐賀地裁に申し立てまし

た。 

 その結果でございますが、(14)平成26年４

月11日に、佐賀地裁は訴えを認め、制裁金１

日49万円の支払いを命じました。これに対

し、国は、福岡高裁に執行抗告をいたしまし

て、その結果が、(17)平成26年６月６日に執

行抗告を退ける決定を行いました。国は、最

高裁への抗告の許可を申し出まして、平成26

年６月11日に許可され、今後最高裁で審議さ

れることとなりました。 

 次に、これに対抗する動きですが、(13)平

成26年２月４日、開門調査に反対する農業者

や地元住民らが、制裁金2,500億円を支払わ

せる間接強制を長崎地裁に申し立てました。 

 その結果が、(16)平成26年６月４日に長崎

地裁は訴えを認め、制裁金１日49万円の支払

いを命じました。 

 当県といたしましては、本年度も、引き続

き、開門調査が十分な対策をとられた上で実

施されるよう国に要望してまいります。 

 あわせて、有明海、八代海再生の取り組み

が喫緊の課題であることから、関係者が同じ

テーブルに着いて検討できる場を国において

設定するよう働きかけてまいります。 

 水産振興課は以上でございます。 

 

○森浩二委員長 次に、有明海・八代海再生

に向けた県計画に関する平成26年度事業につ

いて説明をお願いします。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 資料の63ページをお願いいたします。 

 有明海・八代海再生に向けた熊本県計画に

関する平成26年度事業でございますが、表に

１から９まで県計画に定めました事項別に今

年度取り組みます事業数及び予算額を記載し

ております。 

 括弧書きが複数の事項にまたがるものでご

ざいます。重複分を除きますと、今年度の事

業総数は58件、事業費総額は約221億円でご

ざいます。昨年度当初予算と比較しますと、

27億円の増、約14％の増となっております。 

 事業費増の主な理由としましては、河川改

修事業費の増額やクルマエビ種苗生産施設整

備事業などによるものです。 

 資料の64ページ以降に個別の事業概要を添

付しておりますが、各課からの説明は省略さ

せていただきます。 

 説明は以上でございます。 

 

○森浩二委員長 次に、地球温暖化対策に関

する件について、地球温暖化に関する現状等

について説明をお願いします。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 資料の77ページをお願いいたします。 

 地球温暖化に関する現状等についてでござ

います。 

 まず、(1)の県の温室効果ガス削減目標の

達成状況でございますが、本県では、温室効
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果ガス総排出量を平成22年度までに平成２年

度比６％削減を目標に設定しておりました。 

 下の図１をごらんください。 

 一番左の基準年度の温室効果ガス排出量

は、1,114.5万トンでございました。これに

対して、真ん中の平成22年度は1,129.4万ト

ンで、基準年度比1.3％の増加となりました

が、網かけ部分の森林吸収源対策による約10

％程度の削減効果を含めますと8.6％減尐と

なり、目標の６％削減を達成したところでご

ざいます。 

 資料の78ページをお願いします。 

 (2)県の温室効果ガス総排出量の推移でご

ざいます。 

 下の図２のとおり、1990年代後半から低下

傾向が見られましたが、景気回復や猛暑、厳

冬の影響等によりまして、平成22年度を境に

増加に転じております。直近となる平成23年

度の総排出量は1,271万6,000トンと、さらに

大幅に増加しております。 

 資料の79ページをお願いします。 

 平成23年度の大幅な増加は、東日本大震災

以降の火力発電の割合の増加等によりまして

化石燃料の消費量が増加したことが原因と考

えられております。 

 次に、温室効果ガス排出量の部門別内訳で

ございますが、中ほど左の図３をごらんくだ

さい。 

 産業部門が、全体の３割以上を占め最も多

く、次いで、家庭、運輸、業務部門となって

おります。 

 また、右の図４は、部門別排出量の推移を

示しております。 

 平成22年度以降に注目していただきます

と、自動車輸送が大半を占める運輸部門は減

尐しております。そのほかの部門では、全て

増加をしております。 

 また、基準年度からの伸び率は、家庭部門

で最も顕著となっております。家庭部門の伸

びにつきましては、世帯数の増加や機器の多

様化、大型化等により、電力等のエネルギー

消費が大きく増加したことなどによるもので

す。 

 次に、(3)国の状況等の①でございます

が、国の削減目標は、京都議定書に基づき、

平成20年から平成24年までの約束期間中に平

成２年比６％削減するとされておりました。

達成状況につきましては、基準年比8.4減尐

となり、京都議定書の目標を達成した旨、こ

としの４月15日に環境省のほうから発表があ

っております。 

 資料の80ページお願いします。 

 ②でございますが、国におきましては、昨

年11月に、平成32年度までに平成17年度比で

3.8％削減するという新たな目標を決定して

おります。この目標は暫定的なもので、今後

のエネルギーの構成割合、いわゆる電源構成

の検討後に見直すこととされております。 

 その後、４月にエネルギー基本計画が策定

されましたが、電源構成は明らかにされてお

りません。できる限り早く決定すると記載を

されております。 

 次に、(4)本県の今後の目標でございます

が、現在、第４次環境基本計画では、国の削

減目標等が明らかになった時点で設定する予

定とし、それにかえまして、ここに記載のと

おり、熊本県総合エネルギー計画に示されて

いる、平成32年度末までに新エネ導入量と省

エネ削減相当量の合計が、原油換算100万キ

ロリットルとなることを目指し、温暖化対策

を推進しているところでございます。 

 今後、国等の動向を見きわめながら、目標

について必要な検討を行ってまいります。 

 (5)でございますが、平成21年３月に、本

特別委員会から温暖化対策に対する提言をい

ただいております。この提言に沿いまして、

下の枠囲みの①から④の施策に取り組んでい

るところでございます。 

 地球温暖化に関する現状等につきまして、

説明は以上でございます。 
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○森浩二委員長 次に、地球温暖化対策に関

する提言への対応について説明をお願いしま

す。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 資料の81ページをお願いします。 

 地球温暖化対策に関する提言への対応を一

覧にしております。 

 (1)から(4)までの提言項目に沿いまして、

各担当課から取り組み状況を順次説明させて

いただきます。 

 まず、(1)事業活動における取り組みの推

進についてでございますが、当課から説明を

させていただきます。 

 資料の82ページをお願いします。 

 (1)事業活動における取り組みの推進につ

きまして、提言は、１の①提言の概要欄に記

載のとおり、一定規模以上の事業所に対し、

排出削減計画を策定し、排出量の報告を求め

ることなどを内容とした条例を制定し、経済

界と連携した対策を着実に進めることでござ

います。この提言を受けまして、平成22年３

月に、地球温暖化の防止に関する条例を制定

しております。 

 ２の平成25年度の取り組み実績欄をお願い

します。ポイントについて説明させていただ

きます。 

 (ア)の条例に定める事業活動温暖化対策計

画書制度でございます。 

 計画書制度は３つございまして、まず、①

の事業活動温暖化対策計画書につきまして

は、概要欄に記載しておりますように、原油

換算1,500キロリットル以上などの大規模エ

ネルギー使用の事業者が、温室効果ガス排出

削減のための計画書や報告書を作成し、県に

提出、公表する制度でございます。 

 次に、②のエコ通勤環境配慮計画書は、従

業員数500人以上の事業者が、エコ通勤の取

り組みについて定める計画書や報告書を作成

し、県に提出、公表する制度でございます。 

 最後に、③の建築物環境配慮計画書は、床

面積が2,000平方メートル以上の建築物の新

築、増改築等を行う建築主が、環境配慮計画

書を作成し、県に提出、公表する制度でござ

います。 

 計画書の提出につきましては、義務者だけ

でなく任意で提出する事業者も年々ふえてお

りまして、当初の提言の趣旨に沿って、事業

活動に伴う温室効果ガス削減のための自主的

な取り組みが促進されていると考えておりま

す。 

 資料の83ページをお願いします。 

 (イ)の事業者への情報提供、支援について

でございます。 

 (ａ)の熊本県ストップ温暖化県民総ぐるみ

運動推進会議は、温暖化対策に関する県民運

動の推進母体として設置しているものです

が、現在507団体が参加されており、各団体

の合意形成や新たな取り組み等の協議調整な

どを行っております。 

 ここに記載しておりますように、昨年度

は、７月４日に、会員、県民合わせまして16

0人が参加して開催され、県民運動として、

くまもとらしいエコライフの推進に取り組む

ことが決定されております。 

 そのほか、(ｂ)の省エネセミナーの開催、

(ｃ)のエコアクション２１導入セミナーの実

施、(ｄ)のライトダウンなどの事業を通し

て、普及啓発に取り組んでおります。 

 次の(ｅ)は、国の再生可能エネルギー等導

入推進基金事業を活用して、市町村の防災拠

点や避難施設等へ太陽光発電や蓄電池などの

再生可能エネルギーの導入を推進するもので

す。昨年度は、17市町村の19施設１民間施設

への補助を実施しております。 

 そのほか、(ｆ)の中小企業への省エネ設備

等の導入支援、(ｇ)の県産業技術センターの

ビルエネルギーマネジメントシステムの導
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入、(ｈ)の市町村が行う積極的、先進的取り

組みに対する支援、(ｉ)の新エネ・省エネの

情報共有や節電効果を見える化するために、

くまもと県民節電所というウエブサイトを開

設するなど、事業者を巻き込んだ取り組みを

展開しております。 

 84ページをお願いいたします。 

 ３の平成26年度の取り組み予定につきまし

ては、新規事業はございません。 

 (ア)の条例に定める計画書制度につきまし

ては、企業の自主的取り組みが一層進むよう

着実な運用に努めてまいりたいと思います。 

 また、(イ)事業者への情報提供、支援につ

きましては、(ｅ)の市町村等再生可能エネル

ギー等導入推進事業など、大幅な増額となっ

ているものもありますので、適切な運用に努

めてまいりたいと思います。 

 事業活動における取り組みの推進は以上で

ございます。 

 

○財津交通政策課審議員 交通政策課でござ

います。 

 資料は85ページをお願いします。 

 公共交通機関の利用促進に係ります提言に

ついてでございます。 

 １の提言の概要ですが、運輸部門の温室効

果ガス排出量の半分以上を占めます自家用車

から公共交通機関への切りかえが促進される

よう、ノーマイカー通勤運動の強化やバス路

線再編について、関係機関への協議への支

援、そしてパークアンドライドの普及促進や

公共交通機関乗り継ぎの一層の円滑化につい

て御提言をいただいております。 

 資料86ページをお願いいたします。 

 ２の平成25年度の取り組み実績でございま

す。ポイントを絞って説明させていただきま

す。 

 まず、(1)のノーマイカー通勤運動の強化

でございます。 

 (ア)でございますが、公共交通機関利用促

進のためのモビリティ・マネジメントの推進

につきまして、専用のホームページ、くまも

とよか交通Ｎｅｔを運営し、公共交通機関の

さまざまな情報を発信、県民への意識啓発を

図っております。 

 次に、(エ)の電気自動車等の普及促進でご

ざいます。 

 まず、(ａ)でございますが、一般からの公

募や各地域振興局からの推薦を受け、急速充

電器６件、普通充電器27件の設置箇所を選定

し、急速充電器１件、普通充電器１件を設置

したところでございます。残りにつきまして

は、今年度設置してまいります。 

 次に、(ｂ)でございます。 

 昨年６月に、本田技研工業と低炭素型社会

の実現と地域の活性化を目的に包括協定を締

結し、超小型モビリティーの普及をテーマに

社会実験を実施してまいりました。ことし１

月に、県民の方々を対象に試乗会を開催して

おります。 

 平成26年度は、市町村と協力し、社会実験

を実施することとしております。 

 次に、(3)の乗り継ぎの円滑化でございま

す。 

 まず、(ア)のパークアンドライド利用促進

でございますが、熊本都市圏のパークアンド

ライドの駐車場の状況ですが、右の表のよう

に現在10カ所で実施しております。 

 平成26年５月末現在、駐車可能台数533台

のうち契約台数は347台で、稼働率は65％と

なっております。利用促進のための周知広

報、実施箇所の拡大についても検討を進めて

まいります。 

 87ページをお願いいたします。 

 (イ)のＪＲ豊肥本線を活用した空港ライナ

ーの試験運行についてでございます。 

 平成23年10月に運行を開始し、ことし３月

までの利用者数は、延べ13万5,000人を超え

まして、１日の利用者数も着実に増加してお

ります。 
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 88ページをお願いいたします。 

 平成26年度の取り組み予定でございます

が、引き続き、(1)のノーマイカー通勤運動

の強化に向けました取り組みや、(2)のバス

路線再編に向け、関係機関と連携をとって協

議してまいります。 

 また、(3)の乗り継ぎの円滑化ですが、引

き続き、パークアンドライドの周知広報、実

施箇所の拡大に向け、検討を進めてまいりま

す。 

 公共交通機関の利用促進につきましては以

上でございます。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 89ページをお願いいたします。 

 (3)家庭における取り組みの強化でござい

ます。 

 提言は、１の①提言の概要欄に記載のとお

り、一人一人が家庭における省エネ行動を着

実に実践することが重要であり、家庭におけ

る省エネ行動の実践や省エネ家電製品の購入

促進のため、民間活力による仕組みの構築を

促進することでございます。 

 ２の平成25年度の取り組み実績欄をお願い

します。 

 (1)のライフスタイルの転換に向けた啓発

でございますが、(ア)は、先ほど事業活動の

項目でも御説明しました内容の再掲でござい

ます。また、(イ)のくまもと環境フェアなど

の各種広報やイベントの実施、(ウ)の地域の

学習会への講師派遣、(エ)の家庭の省エネア

ドバイス講座などにより、普及啓発を行いま

した。 

 なお、昨年度は、(ウ)に記載のとおり、地

域の学習会などで利用できるように、啓発冊

子・くまエコ学習帳を作成し、県内全ての小

学５年生に配布をしたところでございます。 

 資料の90ページをお願いします。 

 そのほか、(オ)の地域の環境活動へのアド

バイザー派遣、(キ)のグリーンカーテンの普

及、(ク)の温暖化防止活動推進員の活動支援

などの普及活動も行っております。 

 次に、(2)行動を促す仕組みの構築でござ

います。 

 まず、(ア)の九州版炭素マイレージ制度の

運用でございます。 

 これは、通称エコライフポイントとして、

節電や環境保全活動、省エネ製品の購入等を

行った場合、道の駅やコンビニなどで利用で

きるポイント券を交付するもので、昨年10月

から沖縄を除く九州７県で始められた事業で

ございます。 

 (ウ)は、家庭におけるＬＥＤ照明など、省

エネ設備の導入支援でございます。 

 資料の91ページをお願いします。 

 平成26年度の取り組み予定でございます

が、昨年度に引き続きまして事業を継続して

まいりますが、最大限の効果が発揮できるよ

うに工夫しながら、適切な運用に努めてまい

りたいと思います。 

 家庭における取り組みの強化については以

上でございます。 

 

○長﨑屋森林整備課長 森林整備課でござい

ます。 

 資料の92ページをお願いいたします。 

 森林吸収源対策の推進でございます。 

 まず、提言の概要ですけれども、①提言の

概要の(イ)間伐による森林整備の実施に当た

っては、森林所有者の負担も必要なことか

ら、この負担軽減に向けた取り組みに一層努

められたい、(ウ)企業・法人等においては、

社会貢献活動や環境問題への取り組みに対す

る意識が高まっており、二酸化炭素吸収量の

証明制度等を活用し、企業の森づくりを促進

されたいという御提言をいただいておりま

す。 

 これに対する取り組み実績でございます

が、２、平成25年度の取り組み実績、まず１
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番の森林所有者の負担軽減でございますけれ

ども、市町村や森林組合等関係者への事業説

明や事業着手に必要な事務手続を順次進めま

して、各事業体により随時間伐等の森林整備

に着手していただいております。 

 以下のとおり、県としましては、森林環境

保全整備事業、間伐等森林整備促進対策事業

等によりまして、除間伐や下刈り等を支援し

ているところでございます。 

 (2)の企業等の森づくりの促進でございま

すけれども、(ア)企業等の森づくりの促進に

つきましては、県立図書館等のイベントにお

きまして普及啓発を行っております。また、

熊本県地球温暖化の防止に関する条例によ

り、温室ガス排出量削減目標を達成する補完

的手段として認められております企業等の森

づくり活動による森林吸収量につきまして、

昨年度は11者に対して認証書を交付したとこ

ろでございます。 

 次の93ページでございますけれども、企業

の森づくりの促進の一環として、(イ)県有林

のクレジット認証でございます。 

 平成23年から、県有林(五木村)でクレジッ

ト認証をしておりまして、(イ)の３行目の括

弧書きにありますように、これまで平成23年

度以降、平成23年度は10トン、平成24年度は

45トン、25年度は184トンのＣＯ2のクレジッ

トを販売しております。 

 これに関連しまして、(ウ)でございますけ

れども、このＪ－ＶＥＲクレジットの取引を

一層活性化するということを目的にしまし

て、Ｊ－ＶＥＲ認証取得者やクレジット購入

者が、商品やパンフレット等に活用できる熊

本県Ｊ－ＶＥＲロゴマークを策定いたしまし

て、申請交付を昨年12月から開始したところ

でございます。 

 最後、94ページでございます。 

 平成26年度の取り組み予定でございますけ

れども、森林所有者の負担軽減に関しまして

は、引き続き各種の補助制度を使いまして、

森林所有者の負担を軽減しつつ、森林整備を

進めます。 

 また、企業等の森づくりの促進につきまし

ては、先ほど説明しましたＪ－ＶＥＲのロゴ

マーク等を普及することなどによりまして、

企業の森づくりの参加を促していきたいと思

っております。 

 森林整備課は以上でございます。 

 

○森浩二委員長 次に、地球温暖化対策に関

する平成26年度事業について説明をお願いし

ます。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 資料の95ページをお願いします。 

 地球温暖化対策に関する平成26年度事業に

ついてでございます。 

 下の表には、(1)から(5)まで、県計画に定

めております５つの事項別に、26年度に取り

組む事業数、予算額を記載しております。 

 なお、事業数、予算額で括弧書きしており

ますのは、複数の事項にまたがるものを重複

して計上しているものでございます。重複分

を除きますと、今年度は、昨年度当初予算と

ほぼ同規模となります50事業、約59億円の事

業に取り組んでまいります。 

 資料の96ページ以降に個別の事業概要を添

付しておりますが、説明のほうは省略させて

いただきます。 

 説明は以上でございます。 

 

○森浩二委員長 以上で執行部からの説明が

終わりましたが、まず、産業廃棄物処理施設

の公共関与推進に関する件について質疑はあ

りませんか。 

 

○早田順一委員 10ページなんですけれど

も、地域振興関係ということで、南関町、和

水町の交付金事業、それから太陽光発電等
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々、これで書いてありますけれども、全体と

して地域関係予算というのはどれぐらいある

のか。その中で、太陽光発電ですね。今回検

討されていると思いますけれども、それに関

して、具体的に何キロワットでどれぐらいの

発電量を生むとか、そういうのがわかれば教

えていただきたいと思います。 

 

○坂本廃棄物対策課長 地域振興関係の総額

でございますけれども、大まかに言います

と、県道大牟田植木線の歩道整備等で10億

円、それと南関町の公共関与産業廃棄物のア

クセス道路がありますが、これの米田鬼王線

周辺環境まで含めましてほぼ５億円、それと

南関町、和水町にそれぞれ１億円ずつの交付

金を出すという形で総額17億円を想定してお

ります。 

 先ほど、光発電のシステムのことについて

お尋ねがありましたが、これは公民館の屋根

に発電システムを乗せるだけの事業でござい

ますので、数千万ぐらいの事業で、そんな大

きなものでなくて、家庭にちょっと尐し大き

くなるぐらいで――済みません、今ちょっと

データがありませんので、あと後ほど詳細の

データはお届けをしたいと思います。 

 

○早田順一委員 その施設の屋根に検討され

てるんでしょう、メガソーラーを。 

 

○村井エネルギー政策課長 県民発電所とし

て、公共関与最終処分場の屋根につけるもの

については、発電設備出力がおおむね２メガ

のものでございます。 

 

○早田順一委員 予算を。 

 

○村井エネルギー政策課長 現時点での総事

業見込みは５億5,000万と聞いております。 

 

○早田順一委員 それによって年間どれぐら

い電気量を生み出すんでしょうか。 

 

○村井エネルギー政策課長 推定の年間発電

量は212万キロワットアワーというふうに聞

いておりまして、約375世帯分の年間電力消

費量に相当すると聞いております。 

 

○早田順一委員 県として幾らで貸すんでし

ょうか。 

 

○村井エネルギー政策課長 済みません、ち

ょっとデータを持ってきておりませんので、

後でお知らせいたします。 

 

○内野幸喜副委員長 これは事業団で貸すん

ですかね。(｢はい」と呼ぶ者あり)(発言する

者あり) 

 

○森浩二委員長 早田委員、いいですか。 

 

○早田順一委員 はい。 

 

○氷室雄一郎委員 発電所は、もう平成27年

度のぴしゃりこの時期にもうでき上がるわけ

なんですか。その資金の調達とか状況とか県

民の出資なんかは、もうまとまってどんどん

ぴしゃっと進んでいるんですか。 

 

○村井エネルギー政策課長 資金構成は、そ

れぞれ事業者で検討されておりますけれど

も、今のところ予定どおり進んでおりまし

て、小口ファンド等の資金の調達についても

近々募集がなされると聞いております。 

 

○氷室雄一郎委員 その民間がやる部分です

けれども、きちっとした枠組みは、まだ明確

じゃないということですか。県民の出資もあ

りますけれども……。 

 

○村井エネルギー政策課長 今のところ、ま
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だ事業者からは最終的な出資の比率等は聞い

ておりません。 

 

○氷室雄一郎委員 だから、今言ったよう

に、これができ上がったときには、ちゃんと

それと同時に稼働ができるのかというお尋ね

をしてるわけですけれども、どうなんです

か。 

 

○村井エネルギー政策課長 今のところ、予

定どおり27年秋にでき上がったときに発電が

なされるように事業は順調に進んでいると聞

いております。 

 

○井手順雄委員 結局、このソーラー関係の

事業は、事業団が屋根を民間の会社に貸し

て、その貸し賃として屋根の平米数、平米幾

らというのを利益としてもらうわけでして、

その電気に関しては、その事業団のものでし

ょう。そういう考え方でいいとかな。 

 

○村井エネルギー政策課長 電気について

は、事業を行います熊本いいくに県民発電所

が発電をいたしまして、それを九電に売電す

ると。 

 

○井手順雄委員 それは、熊本県もからんど

っとですか。民間事業者が主体としてするわ

けでしょう。そこ辺を明確にせないかぬ、話

は。だけん、結局、工事自体のお金は民間で

払うわけでしょう。県は、屋根を貸すけん

が、平米幾らと事業団のほうにもらうという

ことでしょう、要は。 

 

○坂本廃棄物対策課長 井手先生がおっしゃ

るとおりです。事業団が場貸しするだけで

す。あとは全部その発電所の会社が、全部投

資もして回収もすると。 

 

○井手順雄委員 じゃあ、その上に乗せる企

業というのは、県民発電所という名目の団体

でしょう。それはもう決まっとるんですか。

もう入札かなんかあったんですか。そのと

き、どういったところがそれを応札して県民

発電所というところに決まったんですか。 

 

○村井エネルギー政策課長 太陽光発電事業

については、事業者の公募を行いまして、こ

としの３月17日に認証を行っております。事

業者は、熊本いいくに県民発電所というとこ

ろで、構成員は東光石油ほか10業者ほどが加

入、合同でつくられる会社が行うことになっ

ております。 

 

○井手順雄委員 そういうところを説明せん

ならわからぬという話たい。だから、平米幾

らで貸すとですかという話たい、県は。幾ら

ですか。 

 

○坂本廃棄物対策課長 済みません。私が今

承知しておりませんので、後ほど御報告した

いと思います。 

 

○井手順雄委員 あのね、そういったところ

を貸すて、もう入札も終わっとるわけたい

な。そういった株式会社の団体が取っとるわ

け。そのときに、入札の条件の中に――幾ら

かかるか知らぬけれども、何億円でおたくに

お願いしますと、そのときには、県は、これ

を年間幾らで貸しますというところを入れと

かぬと積算もできないじゃないですか。全体

の工事金額もできないじゃないですか。そう

いう、課長が把握しとらぬようなところで、

もう入札が終わってるということですか。ど

ういうことですか。 

 

○坂本廃棄物対策課長 先ほど村井エネルギ

ー政策課長のほうから御説明ありました提案

書のほうから見ますと、年間約320万程度賃

料としていただくということになっておりま
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す。ただ、済みません、平米単価とか、尐し

私のほうが承知しておりませんので……。 

 

○井手順雄委員 320万円、全部で。 

 

○坂本廃棄物対策課長 はい。 

 

○井手順雄委員 ２メガで。 

 

○森浩二委員長 いいですか。ほかにありま

せんか。 

 

○荒木章博委員 公共関与工事は、52億とい

う一つの大がかりなやり方でやったわけです

ね。それで、全国の今までの各産業廃棄物公

共関与の取り組みあたりなんかを見ている

と、熊本方式というやり方ですよね。４通り

か５通りあるんですけれども、熊本方式のや

り方というのは、どういうやり方でされたん

ですか。(｢入札」と呼ぶ者あり)だから、設

計、施工とか、その後財団が運営するとか。

熊本の場合は、要するに、財団も一緒に含め

た運営もその業者で取り組むということです

か。それをちょっと尋ねているんですよ。 

 

○坂本廃棄物対策課長 まず、今回の入札に

当たりましては、設計、施工並びに運営まで

御提案をいただいてます。そして、それで落

札者を一応決定しまして、ただ、契約に関し

ましては、設計と施工のみを今回契約してお

ります。あと、運営につきましては、契約

後、時期を見まして、随契でやっていくとい

う形になるかというふうに思います。 

 

○荒木章博委員 よその場合は、設計と施工

と運営と３つに分けたり、設計と施工２つと

運営というのは全く分けたやり方と、全国的

に幾つか例は――幾つもあるんですよね。 

 私は、この随契でまたやっていくというや

り方は、これだけのやっぱり52億という、特

に大成、鹿島というのが、いろんな事業の中

で、この事業には特に力を入れてるわけ。い

ろんなきな臭いうわさが、話がある。先ほど

出た問題についてもそうなんですよ。 

 ですから、非常に、こういうところをどう

いうふうに今後取り組んでいかれて、もちろ

んいろんな、これを決められる前には、学識

経験者や――点数のつけ方とか、いろんなや

り方があって決められたと思うんですけれど

も、私は、設計、施工、そしてまた財団に分

けてやるべきだと。その事業者が、その財団

まで取り組んでいくというのは、ちょっと腑

に落ちないですね。それについてはどうです

か。 

 

○坂本廃棄物対策課長 今回のやつにつきま

しては、産業廃棄物の最終処分場ということ

で、物すごく専門性を有するもの、それと、

南関町、和水町の地域の住民の方は、いろん

な意味で、やっぱり生活面に対する不安だと

か、地下水汚染等の心配とか、さまざまな点

を御心配されて、そして、その中で、先ほど

御説明しましたように、南関町並びに和水町

のほうが受け入れを決定していただいたとい

う経緯がございます。 

 そういう中におきまして、先ほどから冒頭

御説明いたしましたように、やっぱり日本で

有数のきちんとした施設をつくりたい、ま

た、施設をきちんと運営したいという思いが

ありましたので、そこを一貫的に――施工の

ほうが悪いんだ、運営が悪いんだではなく

て、一貫的にきちんと施工から管理までやっ

ていただくということをベースとして、今回

の入札、落札までを決定させていただいたと

いうことでございます。 

 

○荒木章博委員 はい、それはもうわかりま

す。また私は本会議場で詳しくその件はやり

ますから、いっちょいっちょね。課長の立場

じゃ来られたばかりだからわかられぬと思う
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から、また後日これはやっていきたいと思い

ます。 

 終わります。 

 

○内野幸喜副委員長 先ほどの熊本いいくに

県民発電所、スキームとかあると思うんです

ね。11者ぐらいで出資してつくったと。そう

いったものを、できれば終わった後お配りし

ていただければと思います。 

 

○森浩二委員長 一応名簿がわかれば。 

 ほかに質疑はありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○森浩二委員長 ないですね。なければ、そ

れでは次に、有明海・八代海の環境の保全、

改善及び水産資源の回復等による漁業の振興

に関する件について質疑はありませんか。 

 

○松岡徹委員 有明海は久しぶりなので、た

っぷり時間をとって議論をしたいところです

けれども、尐し抑えて、第１回目だから抑え

ていきたいと思います。 

 報告であった62ページにずっとるる書いて

ありますが、結局は、有明海異変、ノリの大

被害があって、有八特措法ができて、今熊本

県は、それ以前から計画をつくっていろいろ

取り組んでおりましたけれども、改めて有八

の特別委員会をつくって、その中で、村上委

員長のもとで、私もその当時委員だったんで

すけれども、提言書をまとめて、議会でも議

決したという経過があります。その中で、結

局は有八特措法ができたのも、いわゆる諫早

干拓のギロチンが閉められて、そしてしばら

くたってああいう被害が起きたという中で特

措法ができたんですよね。 

 さっきも報告があった、ここに細かく経過

があるように、福岡高裁で確定判決が出たけ

れども、いわば事態は混沌として解決に至っ

てないというのが現状だと思いますね。 

 そこら辺のところをどのように認識してい

るのか、何が原因だと考えているのか、熊本

県としては、どうしようとしているのか、そ

の辺をちょっと最初に伺いたいと思います。 

 

○平山水産振興課長 開門調査に係ります本

県の考え方かと思いますが、本県に限らず、

福岡県、佐賀県、私どもを含めた３県につき

ましては、有明海の異変の原因究明のために

は開門調査が必要であるという考え方は一致

しているところでございます。 

 過去から現在に至るまで、この中長期開門

調査については、福岡高裁の確定判決に基づ

いて、国において主体的に開門調査をやって

くださいという要望につきましては、続けて

実施しているところでございます。残念なが

ら、ここに経過を書いておりますとおりの状

況で、いまだに確定判決の期限が来ても開門

調査が実施されてないという状況でございま

す。 

 この点につきましても、先般国にお伺いし

たときに、これまでと同様のお願いをしてま

いりましたが、一方で、漁業の概要で御報告

いたしましたとおり、有明海における不漁、

不作といったものが顕著に出ておりまして、

現場の漁業者の皆様のお気持ちとして、中長

期開門調査は必要だけれども、有明海の再生

は待ったなしなんだというお声をるる聞いて

いるところでございます。 

 あわせて、私どもから国のほうにお願いい

たしましたのは、中長期開門調査の実施とあ

わせて、有明海の再生の取り組みについて、

有明海に関係する４県、行政、漁業者が一堂

に会して、有明海の再生の取り組みについて

は早急に着手してくださいというお願いをい

たしたところでございます。 

 その部分には、国のほうでもお答えいただ

いて、先般６月６日の日でしたか、私どもの

県に農林水産省の農村振興局のほうからおい

でになって、再生に係る協議する場の設定に

ついて御提案をいただいたと。私どもの県か
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らは、その考えに同意をして、早急に動いて

くださいと。それは、ほかの福岡県、佐賀県

についても、私どもと同じお答えであったか

と思います。残念ながら、長崎県さん、一方

の長崎県さんにおかれては、開門調査を脇に

置いたとしても、必ずそのことが議論になる

んだというお答えでございまして、開門をし

ないという前提でないと、その協議には応じ

られないというお答えであったというふうに

聞いております。 

 私ども、今までと同様に、開門調査の実施

とあわせて、有明海の再生の取り組みについ

ては、まず開門調査を差し置いてでも早急に

取り組んでいただきたいというお願いを国に

続けて実施しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○松岡徹委員 諫干の開門とその有明海の再

生の問題では、再生のためのいろんな対策は

ほかにもありますけれども、例えば以前短期

開門調査をしたときも、潮汐が回復したり、

あるいは干潟が回復したり、貧酸素水塊が減

ったり、極めて限られた期間だったけれど

も、やっぱり環境再生のデータがきっちり出

ているんですよね。 

 だから、有明海を本当に再生するという点

でいくと、やっぱりこの開門という問題が非

常に大きいんだと。その点で、私は長崎県に

何とかしてほしいと思うんだけれども、根本

的にやっぱり農水省の責任が大きいと思うん

ですね。 

 それで、そこをちょっとはっきりする上

で、長崎地裁のいわば差しとめの仮処分、あ

の中身については、熊本県はどういうふうに

考えているわけ。 

 

○平山水産振興課長 私、今申し上げました

とおり、熊本県の立場、あるいは熊本県の漁

業者の皆様の気持ちとして、有明海の異変の

解明のために、中長期の開門調査は必要だと

いったところについては、今まで一度もぶれ

たことがないかというふうに認識しておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○松岡徹委員 僕に言わせれば、熊本県も、

もっとやっぱりしゃきっとして突っ込んだ取

り組みをせないかぬということですね。大体

福岡高裁の記録なんか読んでみると、有明海

全体のノリの被害が、年間200億マイナスに

なっているというのが裁判所の記録であるわ

けですけれども、それは熊本県の経済にとっ

ても漁民の生活にとっても深刻ですよ。 

 それで、長崎地裁の仮処分の中身の問題で

すけれども、よく国は福岡高裁が開門を命じ

たと、長崎地裁は仮処分でいわば差しとめを

示したと、義務の衝突なんて言ってるけれど

も、そうじゃないんだと、中身は。長崎地裁

のそれをよく読んでごらん。結局は何を言っ

ているかというと、開門準備ができてない

と。福岡高裁がやっぱり期間を与えてちゃん

と準備せいと言っていた農業用水の確保等に

ついての開門準備ができてないから、今開門

したらだめですよというのが長崎地裁の中身

なんですよ。 

 その点で、このいわば３年間いろいろそれ

は長崎の抵抗はあったけれども、いわば僕に

言わせれば、サボタージュをしてきた農水省

の責任が非常に大きいわけで、そういうよう

な問題もきちっとすると。 

 具体的に、その開門が必要だ必要だという

けれども、長崎をいわば隣県として説得する

ために、どういう論点で長崎とは話し合おう

と思っているわけですか。 

 

○平山水産振興課長 長期開門調査の義務を

負っているのは国でございますので、これは

国が主体的に取り組まれることかと存じてお

ります。 

 私ども熊本県としては、本県の漁業者の皆
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様が感じていること、望んでいることを国に

訴えていくという立場かというふうに思って

おります。 

 

○松岡徹委員 この問題は、長いこの間のあ

れがあって、そして今なおこういう状態だか

ら、やっぱり有八問題は、主要な議題だか

ら、きょうは尐し遠慮するけれども……(｢遠

慮して」と呼ぶ者あり)いや、まだ――遠慮

するけれども、もうちょっときちっと議論し

とかないかぬ。軽々に早う終われとかなんか

言うべきではないと、この問題は。どれだけ

漁民が、何人自殺されたですか。そういう問

題を真剣に考えて、熊本県議会としてどうす

るのかと、執行部に対して、どういうような

いわばチェックをするのか、提起をするのか

ということを考えないといかぬのですよ。 

 それで、ちょっと言いますけれども、結局

は、諫干問題の歴史を振り返ると、農水が、

諫早干拓をやれば、いわば農業用水も確保で

きるし、防災もちゃんとできるという、これ

でずっとやってきたんですよ。だから、長崎

の農民の人たちの要求は、やっぱり防災だ、

住民の人たちは防災だと、農民の人たちは農

業用水だということになっているわけ。それ

が、福岡高裁の判決なんかを読んでみても、

防災は限定的で、いわばそれ独自の対策をや

る必要があると。農業用水だって、やっぱり

１年間に使うトン数を計算して、このくらい

ならばしかるべき代替用水を確保する手だて

ができるというのが福岡高裁のいわば判断な

んですよ。 

 それで、私は、５月に農水省にも行ってき

たし、この前のＫＫＲでの意見交換にも行っ

たし、その前は森都心プラザで農水省との話

し合いもやったけれども、言うならば、国に

対しての働きかけも、長崎とのいわば話し合

いでも、開門せえというだけでは一致できな

い。やっぱり開門する前提として、防災につ

いては具体的にどうするのかと、農業用水確

保についてはどうするのか。 

 つまり、農業と漁業と防災、この３つの要

素を一体として整理して、確立した政策でも

って、段取りでもって、話し合いを進めて解

決すると、こういうことが必要なわけで、そ

こら辺のところについて、熊本県としても、

もう尐しさっき言ったようにしゃきっとやっ

ぱりもっと踏み込んだ研究をして、私は、そ

こら辺をもう尐し整理して国に対しても要求

してほしいし、長崎県との話し合いでも、そ

ういう点でのフラットなやっぱり話し合いを

やる必要があるというふうに思っているんで

す。 

 その点で、これはもう課長にちょっときつ

く言って申しわけなかったけれども、大きな

問題だから、部長にちょっとその辺の考え

を、どうですか。 

 

○谷﨑環境生活部長 環境生活部長でありま

すけれども、今の諫干に対する対応というの

は、これまでの委員会の中でも、ほかの委員

の方からも、県としての姿勢、これはどうな

っているのかという御意見もありましたし、

また、県としてのその姿勢をきちんと示すべ

きだという御意見もありました。 

 今課長が対応しておりますけれども、自主

的にその国に対する対応としては、単に諫干

の開門について申し上げてるだけじゃなく

て、具体的な提案もしながらやってると思い

ますので、今委員のほうから話がありました

このことを踏まえまして、再度検討するな

り、また行動を起こすなり、そこは具体的な

動きとしての――今国のほうが、両方の地裁

判決が出て動きがとれない状況の中で、県と

して、関係県としての提案というのもあり得

るのかなと、今委員の御意見を伺ってて思っ

ております。 

 ですから、ここで私が結論めいたものを申

し上げられませんけれども、その御意見につ

いては承った上で検討させていただきたいと
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思っております。よろしいですか。 

 

○松岡徹委員 部長が言った国が動きがとれ

ないというのがいかぬのよ。動きがとれない

ことはないんです。福岡高裁は確定判決で、

いわば長崎の仮処分が出る前のときも林大臣

は何て言ったかと。長崎の地裁でどんなのが

出たにしても、福岡高裁の確定判決、これは

動かないから、国としては責任持って開門し

ますと、こう言ってたんですよ。これが、い

わば法解釈上も、当然長崎地裁の仮処分のつ

は確定でもなんでもないわけだから、法理論

上もそれが正しいんですよ。そこのところを

きちっと区別しなきゃならぬということです

ね。 

 

○谷﨑環境生活部長 今の委員のほうからお

話がありましたものを踏まえまして、国とし

て全く動きがとれないということじゃなく

て、先ほど課長が申し上げましたように、国

としては、それなりのテーブルに着くよう

に、各県に対しても話をされてるんですが、

事情としては、さっきも言いましたように、

長崎の事情も具体的に話がありましたけれど

も、なかなかそのテーブルに乗れる状況にな

いということです。 

 引き続き、各県に対しては、そのテーブル

に乗っていただくようにという働きはしてい

くということでございますので、そういう動

きを我々としても注視せざるを得ないかなと

思ってはおります。 

 

○森浩二委員長 よろしいですか。 

 

○荒木章博委員 33ページなんですけれど

も、グリーン農業ということで、知事も、先

般本会議場で、地下水を含む農業用水という

ことで述べられたやつなんですけれども、こ

れは、今データを見ると、グリーン農業の宣

言者が１万1,000人、それに付随した応援宣

言者数が5,600人、目標値としては、お互い

倍々を考えておられる。 

 こういった中で、どういう取り組みを今後

されていくのかということと、マークあたり

についても、なかなか県民の認知度が私は低

いんじゃないかなと思って、これを啓発して

いくためには――やっぱりこれだけの生産者

が取り組んでいる、また、それを応援する宣

言者に対する対応の仕方をちょっとお尋ねし

たいと思うんですけれども。 

 

○園田農業技術課長 今、グリーン農業の状

況についてお尋ねがございました。 

 委員の先生が言われたとおり、まだまだ認

知度は高いとは思っておりません。そういう

中で、生産宣言、応援宣言ともに、先ほどあ

りましたように、倍以上伸ばしていこうとい

うふうに思っております。 

 平成26年度につきましては、11月に県民大

会を実施したいというふうに思っておりま

す。 

 それと、夏と秋と冬にキャンペーンを実施

いたしまして、夏のキャンペーンについて

は、もう６月の20日から８月の31日というこ

とで決定をいたしておりますが、そういう県

民に対してのキャンペーンを打っていく。 

 その内容につきましては、県下の43店舗に

グリーン農業の農産物の販売コーナーを設置

いたしまして、グリーン農業マークのついた

農産物を購入していただこうと思っておりま

す。そのときに、マークを３枚集めたらオリ

ジナルのくまモングッズをプレゼントすると

か、そういうイベントも含めてやりたいとい

うふうに思っております。 

 それから、そういうキャンペーンを張ると

きには、一緒に無料でくまモンマークのつい

たうちわを配布するとか、そういったことも

含めて行いたいというふうに思っておりま

す。 

 それから、専用のホームページをつくって
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おりますので、そのホームページの中で取り

組みの状況を随時更新しながら県民の皆さん

に情報提供をしていきたいというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

 

○荒木章博委員 知事が、本会議場で、地下

水を育む農業推進ということで、グリーン農

業の非常に推進をということで、関係課あた

りも大変な忙しさになってくるんだと思うん

ですけれども、今、いろんな普及啓発、くま

モンを使った取り組みあたりですね。昨日

も、韓国の蔚山でくまモンをやったら5,000

人の韓国人が総立ちをして踊り出したとい

う。非常にくまモン人気も韓国まで行ったか

なというふうに思うんですけれども。 

 このマーク、これは６つですかね。これ見

ますと、何かなかなかわかりづらい。どれが

――ＡＢＣＤならわかるんですけれども、こ

れに何か番号か記号をつけないと、どれが

「有作くん」で――これが100点、80点、70

点というずっと決め方だと、これは思うんで

すよね。なかなか私たちが見ても見にくいと

思うんですよね。 

 そこをやっぱり見やすくわかりやすくやっ

ていくということが、これだけの生産者をふ

やしていき、また、応援団というんですか、

そういう方たちは、いいものを買っていくと

いう、有機物についての取り組みということ

を思うんですけれども、ちょっとこれじゃ弱

いような――エコファーマーは、全国で１万

を超してますから、全国４位ということで非

常に成績をおさめてますけれども、こういっ

た、やっぱりちょっとこれ見にくい。分かれ

て置いてあっても、どれがいいのか悪いのか

というのは、今からこれ熊本県が推奨してい

くということを知事が宣言したわけですか

ら、この後に県民会議とかいろんな会議があ

った中で取り組まれると思うんですけれど

も、こういったものをちょっと改良していか

れたらどうかなと。余計なことかもしれぬけ

ど、せっかく打ち上げられた以上は、そうい

うふうに思うんですけれども、いかがでしょ

うか。 

 

○園田農業技術課長 今先生がおっしゃられ

たとおりでございます。グリーン農業は、認

知度が低くて、まだマークの中身がよくわか

らないという声は私も聞いております。やは

り、この後ろの４つの四つ葉のクローバーの

色が濃くなっていくといいますか、緑がふえ

ていくほどグリーン農業のレベルが高いとい

うイメージでつくっておりますが、なかな

か、それはしっかりと説明しないと理解いた

だいてないというふうに思っております。 

 これから、そういったマークのことも含め

まして、周知の仕方、それから、消費者がそ

のマークを見て優先的に買っていただけるよ

うな、そういったものをつくり上げていきた

いというふうに思っております。 

 

○荒木章博委員 最後に１つだけ。 

 この広報啓発の予算ですよね。それは、こ

の今の園田さんですか、の課だけではなく

て、いろんな機関や、「県からのたより」と

か、いろんなものにも周知徹底していかれる

予算というのは、十分に確保されてるんです

かね。 

 

○園田農業技術課長 予算につきましては、

この全体的な広報も含めた委託事業でやって

いる部分がございまして、それがおよそ1,00

0万円程度予算を組んでおります。ただ、こ

れが、今後もっと加速化していく、大きく展

開していくとなりますと、その予算で足りる

かどうか、今後また詰めながら、関係機関と

意見を交換しながら、その辺は詰めていきた

いというふうに思います。 

 

○荒木章博委員 1,000万の予算では、なか
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なかこれ認知度というか周知度、これ生産者

を含めて、それを買われる応援団を含めて、

県民がやっぱりもっともっと理解をするため

には、もっともっと全庁的な広報の取り組み

が必要だと思うんですけれども、これは農林

水産は担当はどなたですか。平岡さんです

か。どなた、山中さん。山中さん、今の私の

最後の質問に、どういうふうに局長として―

―これは今課長から話を聞きましたけれど

も。 

 

○山中生産局長 生産局でございます。 

 今委員おっしゃったとおり、知事が、答弁

で、これからさらに力を入れていくというこ

とで申し上げております。内容も含めて、支

援策も含めまして、従来も――先ほど課長が

説明しましたとおり、細々いろいろやってお

りますけれども、それも含めてこれから詰め

て、来年度に向けてさらに拡充してまいりた

いと。 

 今のところ、農業技術課が中心になってや

っておりますけれども、全体的には、部内、

あるいは庁内関係課、関係部含めて、御協力

をお願いしながら進めていくことだというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○荒木章博委員 予算化と、この見きわめの

仕方とか、そういうのもちょっと検討されな

がら、生産者も、その応援団も、同じクロー

バーのやつですから、ちょっとそこを何か変

えるとか、記号を打つとか、何か非常にラン

クがあるわけですから、そこあたりもちょっ

ともう尐し検討されて今後取り組んでいただ

いて、県民に周知をしながら、この減農薬生

産を取り組むという姿勢を今後も対応してい

ただきたいと、かように思って終わります。 

 以上です。 

 

○森浩二委員長 ほかに。 

 

○鬼海洋一委員 ぶり返すようですけれど

も、有明海再生にかかわる先ほどの松岡委員

との意見交換を聞かせていただきました。 

 前回２月議会で、つまり有明海の構造的問

題を抜本的に取り組むべきではないかとい

う、そういう発言もいたしましたし、そのよ

うな取りまとめもいただきました。 

 きょう、ここで、そのことを具体的に蒸し

返すという思いではありませんが、何か最近

の――これ21ページを見ると、データも示さ

れておりますように、ずっと漁獲量が低下を

してきておりますし、それからアサリ等につ

いても壊滅的な状況になってきているわけで

すよね。長年この委員会に所属をいたしてお

りますけれども、その意味では、有明海が生

きるか死ぬかの正念場に来ているのではない

かなという、そんな感じを持っています。 

 諫早湾の開門の問題については、今松岡委

員のほうからもさまざまお話がありました。

私も同感の思いがするわけですが、国と地方

との関係等ありまして、なかなか、部長のほ

うからも御発言いただきましたけれども、思

うようにいかない点もあるんじゃないかと。 

 その意味で、ぜひ委員長に提案をしたいと

思いますけれども、かつて我々は、有八の特

措法ができる前段で、深刻な状況を勘案しな

がら、国に対する委員会としてのさまざまの

申し入れだとかそんなことをやった経験も持

つわけでありますけれども、ぜひ執行部の方

々の動きとあわせまして、この委員会として

も国に対する何らかのアクションが必要な時

期に来ているのではないか、そんな思いもい

たしておりますので、ぜひ御検討をいただき

たいというふうに思います。これは要望です

から、いいです。 

 せっかくですから、ちょっと御質問したい

というふうに思いますが、今荒木委員のほう

からもお話がありましたグリーン農業、これ

は、私、応援宣言者のバッジをいただきまし
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て、早速つけてきましたけれども、5,000数

百人という安全のための応援ができていると

いうことは、非常にすばらしいことだと。徐

々に大きく広がることをぜひお願いしたいと

いうふうに思います。 

 そこで、この中にも書いてありますが、地

下水の条例が検討されるという状況になりま

した。一番、これまでの長い間、私も指摘を

してまいりましたが、硝酸性窒素の地下水汚

染の問題、まず、保全課のほうで現状どの程

度把握されているのか、よくなっていってる

かどうかということを１つ御質問したいとい

うふうに思います。 

 それで、畜産課のほうは、耕畜連携のもと

で堆肥の処理を予算もつけながらやられてき

て、しかし、今なお50数件問題が、ビニール

のハウスで処理されているという状況もあり

ました。私が聞いているところは、その処理

をした後の耕畜連携で、まく場所の――農業

側のここで出てくる堆肥に対する若干の不安

と不信があるということで、これは過去何回

か私も指摘したところでありますけれども、

その辺の耕畜連携の状況がスムーズにいって

いるのかどうか、そこで生産された堆肥とい

うのが、安全性、安心という意味で十分担保

できるような県として支援体制がどうなって

いるのか、この２つを尐しお聞かせいただき

たいと思います。 

 

○川越環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 地下水の硝酸性窒素の現状でございます

が、今現在、熊本地域と荒尾地域につきまし

ては、硝酸性窒素削減のための計画をつくり

ましてやってきておるわけでございますが、

荒尾地域のほうは、微減という形で硝酸性窒

素濃度が尐し減ってきているのかなというふ

うに見ております。熊本地域につきまして

は、減っているところもふえているところも

あるというような状況で、ほぼ横ばいという

ふうに感じておるところでございます。 

 硝酸性窒素の地下水の状況としては、こう

いう形です。 

 

○鬼海洋一委員 今、熊本と荒尾の話があり

ましたけれども、全県でこれは非常に大きな

問題なんですね。ですから、この問題の現状

を正確に把握しながら、それぞれの場所をど

ういうぐあいに軽減していくかという、これ

はもう何回もこの中で議論されていることで

すけれども、その辺の体制整備をぜひよろし

くお願いしておきたいと。これがなければ、

今後できる地下水条例なんていうのは非常に

厳しいものになっていくのではないか。そし

て、それはイコール農家の皆さん方の生産に

も影響していく課題でありますから、特に強

くお願いしておきたいと思います。 

 あと、耕畜連携……。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 先ほど、ビニールの対応についてちょっと

お話がございましたけれども、25年度のとこ

ろに59戸と書いてございます。この59戸につ

きましては、今現在適正に管理していないと

いう意味ではございません。基本的に、ビニ

ールシートでやるということで、地下浸透を

防ぐという形になります。 

 ただ、こういう農家をできれば恒久的な堆

肥舎にもっていきたいということで、いろい

ろ整備推進をやっているところでございます

けれども、こういう対応を行っている農家

は、高齢化して、もうしばらくしたらやめる

予定とか、あるいは中小規模とか、経営的に

厳しいとか、そういうところが実は多うござ

いますので、強制的に堆肥舎をつくるという

形をなかなか持っていきにくいというふうに

思っております。ただ、それが地下浸透しな

いようなビニールとか、そういった形はきっ

ちりやらせていくということが私ども必要か

なというふうに思います。 
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 それから、耕畜連携の話がございましたけ

れども、私ども毎年堆肥コンクールをやって

おりまして、いい品質のものをつくっていこ

うという形でございます。年々、完熟率につ

きましては、どんどん上がってきております

ので、いい堆肥づくりはできているのかなと

いうふうに思います。 

 ただ、地域によりまして、非常に堆肥が―

―畜産が盛んなところがございますので、そ

ういう地域でできた堆肥につきましては、畜

産が尐ない地域に広域に流通させて、県内全

体でうまく使っていこうということで私ども

進めておりまして、平成24年度に５万6,000

トン広域流通をやりました。こういった形

で、県内全体でうまく使っていくような形

で、より広域流通を私どもとしては推進して

いきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○鬼海洋一委員 今具体的にどこがどうとい

うことではありませんけれども、例えば、あ

る大量に生産するところが、消費地――今お

っしゃったように、県内の広域の連携のもと

で耕畜連携がなされて、仕組みとしてはなさ

れてきたわけですね。ところが、ある時期

に、あそこんとはどうもいかぬというような

ことで、そこのを停止をされたりというそう

いう状況もあっているわけでありまして、で

すから、生産されたものが、耕種農家にとっ

て十分信頼できるような担保をどうするかと

いう仕組みをつくるべきじゃないかというお

話を過去何回か申し上げました。その辺も含

めて、この具体的なうまい関係を継続してい

く、さらに拡大していくためにも御配慮いた

だきますようにお願いしておきたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

○森浩二委員長 ほかにありませんか。 

 

○松岡徹委員 有八特措法に基づいて、有明

海・八代海等総合調査評価委員会というのが

あるわけですけれども、以前、2006年の12月

に、かなり詳しい報告書を出しております。

その報告書の一番最後に八代海について特別

に言及しているんですよ。報告書の最後にで

すね。 

 何て書いてあるかというと、調査研究は極

めて尐なく、評価委員会でも十分な考察がで

きなかったと、八代海についてはですね。魚

類等の漁獲の長期的な減尐、ノリの低迷、赤

潮の増加など、調査研究の充実強化が必要だ

ということで、こういう指摘を総合調査評価

委員会の報告書の最後に書いております。 

 私は、これを読んで、環境省にも行って話

し合ったことがあるんですけれども、この報

告書以後、八代海の調査研究の予算とか取り

組みとかがどういうふうになされてきたのか

なというのをお聞きしたいんですけれども、

これはもう委員の皆さんにも、資料という形

で私も含めて届けていただければ、今答弁は

要りませんけれども、要望しておきたいと思

います。 

 

○佐藤環境立県推進課長 今の御質問でござ

います。環境立県推進課でございますが、確

かに先生おっしゃいましたとおり、評価委員

会の平成18年12月の報告では、そのように記

載がされております。八代海では、今後調査

研究の充実が必要という指摘もなされており

まして、予算の推移につきましては、現在具

体的な数字は持ち合わせておりませんが、今

手元で把握しておりますところでは、３つほ

ど具体的な事業が始められております。 

 １つは、平成19年に、八代海北部海域を対

象に、農林水産省、水産庁、林野庁、国土交

通省の４省が連携をいたしまして、浅海化・

干潟化による影響緩和方策、検討調査などを

実施しております。 

 そのほかにも、文科省予算で、熊本大学
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で、平成23年度から27年度までに５カ年間、

八代海の再生・創生を目標に、海域環境変動

と生物生息環境の変動の把握の研究などを実

施しております。 

 また、環境省では、八代海の魚類を中心と

した生態系の構造ですとかキーとなる生物、

重要な生息場の特定などの調査を平成25年度

から実施をしたりしております。 

 大変申しわけありませんが、私自身まだ調

査結果を詳細には読んでおりませんが、これ

らの調査結果につきましては、関係課内でぜ

ひ共有をしまして、今後の政策推進に生かし

ていきたいと思っております。 

 また、数字につきましては、また後ほど御

連絡したいと思います。 

 以上でございます。 

 

○森浩二委員長 わかりましたら、あれ以降

のをまとめてみんなに配ってもらえれば…

…。 

 ほかになければ、次に、地球温暖化対策に

関する件について質疑はありませんか。 

 

○西岡勝成委員 温暖化対策について全然出

てこなかったのが、ＢＤＦ、植物由来の再生

油ですたいね。このことについて、これはや

っぱり温暖化とか環境に非常に影響すると思

うんですけれども、その辺まずどうですか。

私は、化学的には余りわからないんですが、

ＢＤＦというのが普通の燃料としたら、植物

由来の油を燃やした場合に自然に優しいの

か。 

 

○佐藤環境立県推進課長 今のお尋ねにつき

まして、余り詳しくはないんですが、ＢＤＦ

と申しますのは、新たに化石燃料を燃やすも

のではございませんので、空気中に放出され

るＣＯ2が新たにふえるものではないという

意味では、非常に温暖化対策に寄与している

ものだと思います。 

 

○西岡勝成委員 そこで、県下でもＢＤＦを

生産されている会社がいろいろありますよ

ね。東光石油さんは、何か一つの車にも使え

るような基準をクリアされているという話で

すけれども、経済委員会にもちょっと天草の

水産加工業あたりから陳情が出ているんです

けれども、できればそういうものを使って、

この燃油対策に活用したいというのがあるん

ですけれども、その油の純度がわからないん

ですよ。 

 これは、例えばバーナーに使っても大丈夫

なのか、ボイラーに使ったらボイラー機械が

やられるんじゃないかとか、いろいろな機械

屋さんが言うのは素人じゃわからぬ。もし仮

にボイラーに使って機械がだめになったら、

どうにもこうにも高いものですからね。バー

ナーだと多分大丈夫だと思うんですけれど

も、ただ、それによってガスが発生する可能

性があるとか、灯油と違うのでとか言われる

部分があるので、その基準というのは、各会

社が――どのぐらいの会社が、熊本県でそう

いうＢＤＦをつくっているのか、どういう基

準があるのか、ちょっと教えていただきた

い。 

 

○佐藤環境立県推進課長 手元には詳しい資

料は持ち合わせていないんですが、東光石油

さんは、今回経済産業省のほうの承認を受け

ておりますが、99％を超えている純度と聞い

ております。認可を受けるに当たりまして

は、96％を超えるものが認可の対象となって

いると聞いております。 

 

○西岡勝成委員 96％以下の人たちも、流通

はしているんですよ、多分いろいろなところ

に。純度が96％以下の人たちも、使い道では

――その辺が、純度がどのぐらいあるのか、

使う側としてはわからないんですよ。だか

ら、県のほうでそういう基準を――会社によ
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って、多分再生されるつくり方が違うし、純

度が違ってくると思うので、それによって値

段も多分いろいろ違うだろうし、使い道も違

う。どういうものが――仮に、純度が80な

ら、80％の部分じゃ、においがつくのか、ガ

スが出るのか、そういうのもわからない部分

があるので、何か基準みたいなものをつくっ

ていただくと、使うほうとのあれができるん

じゃないかと思うんですけれども。 

 ただ、今の現状じゃ、東光石油さんのほう

は、そういうことで純度が通産省のあれに合

ってると。ほかのはどういう流通をしている

のかなということもちょっと調べていただい

て、できればそういうものを無駄にせぬで、

うまく純度を上げていく技術とか利用をして

いけば、非常に温暖化にもいい効果が出てく

ると思いますので、その辺は調査をしていた

だいて、温暖化にためになるようであれば、

ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

 

○佐藤環境立県推進課長 今わかっている範

囲でお答えをしたいと思います。 

 まず、分析項目としましては、バイオディ

ーゼル燃料のＪＩＳ規格としては、全26項目

あるようでございます。このうち、バイオデ

ィーゼル燃料の製造利用に係るガイドライン

ということで、全国のＢＤＦ利用推進協議会

において、最低限遵守をすべき規格項目とし

ては６項目ほど定めておるようでございまし

て、その中で出回っているものがあるようで

ございます。最終的にもうちょっと……。 

 

○西岡勝成委員 だから、ミスマッチが多分

あってると思うので、その辺は業者と――そ

ういう燃油が高くなっている現状の中で、そ

ういうものでも使って燃料費を下げたいとい

うブームもありますので、その辺を結んでい

ただければと思いますので。 

 

○森浩二委員長 後で調査して、調べて…

…。 

 

○佐藤環境立県推進課長 一度整理をいたし

まして、またお返ししたいと思います。 

 

○森浩二委員長 お願いします。 

 ほかにありませんか。 

 

○松岡徹委員 熊本県の総合エネルギー計画

で、さっきもちょっとありましたけれども、

2020年まで、原油換算で100万キロリット

ル、パークドーム1.3杯分の計画があるんで

すけれども、省エネが40で自然エネルギーが

60ですかね。これの2020年だから進捗状況と

いうか、こういうのは何かデータ的にはある

のかな。また、県として、そういうのはちょ

っとこう中間的に整理しながら、年度ごとに

課題を明らかにして具体化していくというこ

となのかなと。その点ちょっといかがでしょ

うか。 

 

○村井エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 現在お答えできるのは、平成24年度末にお

ける進捗状況になります。新エネルギーと省

エネルギーで合計50万キロリットルを創出し

ておりまして、短期目標、平成27年度末が58

万キロリットルでございますので、それに比

べておおむね順調に推移しているのではない

かと思っております。 

 今後については、現在、平成25年度末の原

油換算での導入量の調査を行っておりますの

で、秋ごろに取りまとめてまた発表する予定

でございます。 

 

○森浩二委員長 ほかに。 

 

○小早川宗弘委員 90ページですけれども、

県の地球温暖化防止対策の中で、このキと書

いてあるグリーンカーテンの普及ということ
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で、県ではこういう取り組みをしよんなると

いうふうなことで、実は、県は、５月31日

に、そういうグリーンカーテンの事業です

か、建物の横からネットを張って、そこにア

サガオだとかゴーヤだとかヘチマだとか、そ

ういうつる系の植物を張られてグリーンカー

テンをつくるというふうなことをされておる

と思うとですけれども、八代振興局も、６月

２日だったと思いますけれども、そういう取

り組みを始めますけんということで私も行き

ましたけれども、非常におもしろい取り組み

じゃなかろうかなというふうに思いました。

そんなに予算もかからぬでしょうし、人手は

ちょっとかかるかもしれぬですけれども、あ

る程度わかりやすい地球温暖化防止の取り組

みだというふうに思いますし、効果が得られ

れば、梅雤時期だとか初夏ぐらいは、空調

費、電気代もかからぬというふうなこと、そ

して何といってもゴーヤのごたっとや農作物

もとれるというふうなことで、一石三鳥四鳥

ぐらいの効果があるんじゃないかなというふ

うに思っておりますけれども、今の取り組み

は県有施設だけなんですかね。もっと私は広

げていくべきだというふうに思っております

けれども、そこをちょっと聞きたいと思いま

すが。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 現在のところは、県庁を初めとしまして、

振興局など、県有施設約30カ所にことしは実

行しております。しかし、それをマスコミ等

で流していただくことによりまして、なるべ

く広く同じ取り組みを広げていきたいとは思

っております。またいろいろ工夫をしてまい

りたいと思っております。 

 

○小早川宗弘委員 今、私は、いろいろ市内

全域をあちこちと回っておりますけれども、

一般家庭でもそういうふうなことをされてい

るところが非常に多いというふうに思います

ので、県内の主要な企業さんだとか、そうい

ったところで取り組んでもらえるように、尐

しでも民間の人たちが参加してくれるような

形のグリーンカーテンの普及というのをお願

いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○荒木章博委員 86ページから89ページまで

にかけてなんですけれども、パークアンドラ

イドというのは、もう当然、よくもう皆さん

が訴えられていることですけれども、まず10

カ所今決まっていますけれども、今後普及さ

れるのはないのかが１点と、２点目は、エコ

ドライブや電気自動車の普及ですね。これの

普及に対する急速充電施設、これは建ってい

るのか、それが２点目です。 

 最後に、もう一点は、89ページの地域学習

派遣ということで、小中学校に10校、2,090

名ということで、くまもとらしいエコライフ

の学習会ということを開かれているようです

けれども、私はちょっとまだ尐ないんじゃな

いかなと思うんですけれども、その点につい

て、この３点をお尋ねします。 

 

○竹田都市計画課審議員 都市計画課でござ

います。 

 パークアンドライドの実施箇所10カ所を今

後ふやすことはないのかという御質問です

が、現在、いろいろな民間の駐車場、そうい

ったところも調査を行っております。御理解

が得られるようなところ、またニーズがある

ようなところ、そこを調査いたしまして、可

能であればふやしていきたいというふうに考

えております。 

 都市計画課からは以上です。 

 

○古森産業支援課長 産業支援課から充電器

の関係を御説明いたします。 

 充電器につきましては、平成25年度末まで
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に152基整備が終わっております。県整備分

が63基と民間分が89基です。 

 そして、今後の整備予定としましては、12

1基、これを予定しております。この121基の

中には、26年度に繰り越しをいたしました県

整備分の31基、これを含んでおります。 

 以上です。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 89ページのくまエコ学習帳の実績は、今の

ところ、先生がおっしゃったとおり、10校、

2,090人程度でございますが、今職員が１名

で対応しておりますので、ほかの手だてを考

えながら、例えば地球温暖化活動推進員の活

用なども考えながら、今後ふやしていくよう

に検討したいと思います。 

 

○荒木章博委員 １人で今対応されていると

いうことだもんだから、教育委員会あたりの

浦川さんあたりの課あたりともやっぱり取り

組んで、これは完全に尐な過ぎますよ。１人

の雇用では全く対応できないということで、

教育委員会とやっぱり担当課との連携をぜひ

お願いしたいと思います｡ 

 それと、パークアンドライドについても、

今後進めていかれるということで計画をされ

ているようです。特に、学園都市のゆめタウ

ンあたりも今後秋ぐらいにでき上がってきま

すので、そういうところの駐車場の確保と

か、周辺の確保とか、そういうのを含めてや

っぱり今後取り組んでいかれたらいいかなと

いうことで要望しときます。 

 それと、この地域学習への講師派遣につい

てのことで１つ提案なんですけれども、要望

なんですけれども、こういう、学校あたりに

講演をやり、学校がそういう取り組みをや

る、学年によって取り組みをやる、そういっ

たところの表彰ですね、県からの表彰、こう

いう学習を受けて、こういう取り組みをやっ

たと発表する場所、こういうことをやってい

かないと、ただ一方通行で、ただ課長、教育

委員会あたりで話しても、これは一方通行で

すから、お互いが相互に理解をして、褒めた

たえて生かしていくと、こういうことをやっ

ぱり今後やられるべきじゃないかなというふ

うに思っております。 

 それともう一点は、パークアンドライドも

そうなんですけれども、豊肥線の空港ライナ

ーですね。非常に、やっと――当時は、平行

線でちょっと下がってたんですけれども、今

尐しずつこれを見ますと上がっていってるよ

うですけれども、引き続き、この広報宣伝あ

たりも――やっぱりこれこそが渋滞解消にも

なるし、車の利用を抑えることになるわけで

すけれども、もちろん電気自動車の充電箇所

も、また121基、今年度ふやすということで

すから、繰り越さないように――昨年繰り越

して、何基だったですかね、さっき言われた

のは。 

 

○古森産業支援課長 繰越分は31基になりま

す。 

 

○荒木章博委員 やっぱり121基のうちの30

数基ですから、それを繰り越さないように、

今後も、確実なる民間とも相談しながら、着

実に進めていただきたいというふうに要望し

ときます。 

 以上です。終わります。 

 

○森浩二委員長 最後に、井手委員。 

 

○井手順雄委員 地球温暖化というテーマで

すね。毎回議論している中で、どういった―

―余り大き過ぎて焦点が定まらぬというよう

な感じがいたします。 

 その中で、95ページ、予算としては、ちゃ

んと明確に60億程度ぼんとこう出ていると。

そういうような要素で毎回委員会がありま
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す。じゃあ、逆に、それだけ毎年毎年50億も

60億もかけてやっているから、昨年に比べて

これだけというような結果ですよ。そういう

のをこう出していって議論をしていくとなれ

ば、今後の審議にめり張りがついてよくなる

んじゃないかと。なかなかそれは難しいとい

うふうには思いますけれども、そういった数

字を今後出していけるような、そこを議論す

る、そういった形の温暖化対策というような

議論の場にしたらどうかなということを要望

しときます。御提案申し上げます。 

 

○森浩二委員長 ほかにないですね。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり） 

○森浩二委員長 以上で付託されました３件

の調査事件を終了します。 

 それでは、その他に移ります。何かありま

すか。 

 

○松岡徹委員 １点だけ。 

 新幹線の騒音問題ですけれども、熊本県が

調査をして、７地域９地点で基準をオーバー

しているということで、去年の８月９日、蒲

島知事名で、ＪＲ九州や運輸機構に要望をさ

れております、対策を万全にということで。

その結果と、何か改善されたのか、そこら辺

のところを伺いたいと思いますけれども。 

 

○川越環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 昨年度、新幹線の路線28地点騒音調査をし

ましたうちの７カ所９地点でございますが、

環境基準を達成しておりませんでした。そこ

の部分につきましては、ＪＲ、鉄道運輸機構

のほうに申し入れをいたしまして、改善をさ

れておるというふうに聞いております。 

 基本的には、音源対策をされたところの７

カ所のうちの３カ所が音源対策を講じてあり

ます。残りの４カ所につきましては、現在の

技術ではなかなか音を小さくするということ

が難しいというようなことで、各戸、例えば

各家庭の家に二重サッシをするとか、各戸対

策をしてあるというふうに聞いております。 

 ちなみに、今年度におきましても、昨年度

基準超過をしていたところについては調査を

行っておるところでございます。 

 以上です。 

 

○松岡徹委員 改善されているというお話だ

ったけれども、実際、沿線住民の、オーバー

したところの住民の声の聞き取りはやったん

ですか。 

 

○川越環境保全課長 住民の声の聞き取りと

いいますか……。 

 

○松岡徹委員 改善されたとあなたが言うか

らね、住民として、改善されたという状況に

なっているかということね。 

 

○川越環境保全課長 改善されたといいます

のは、申し入れに対して鉄道運輸機構等から

の報告でございます。確実に改善されたかど

うかということを確認するために、県のほう

でも、今年度再度騒音調査をやっておるとい

うところでございます。 

 

○松岡徹委員 二重窓とかいろいろこうやる

わけね。ところが、実際上は夜中の12時近く

まで走るし、明け方から走るものだから、住

民の被害感覚としては変わらないという状況

があるんですね。それで、私たちは、ずっと

ほぼ全部聞き取りをして、結局はある程度い

ろいろやっても変わらないならば、若干のス

ピードダウンあたりを検討できないかという

ことを要望したんですけれども、なかなかう

まく進んでないという点があります。だか

ら、これは今調査しているわけですか。 

 

○川越環境保全課長 そうです。 
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○松岡徹委員 調査をして、また結果を見て

いろいろ考えていただきたい。 

 関連して、今言いましたように、この九州

新幹線が全線開通して、最高速度260キロな

んですよね。それでも被害が出て、もう家が

干割れたり、もう薬を飲んで、睡眠導入剤を

飲まないともう寝れないような状態になって

る人たちがいるんだけれども、今度７月から

10月まで、フリーゲージトレインといって、

長崎新幹線に導入する在来線と新幹線をうま

く使い分ける新型車両のテストを今始めてい

るんですけれども、７月から10月までは、運

輸機構などの資料によると、午前０時から午

前５時まで270キロでやるというんですよ。 

 それで、僕は国交省にも行ったし、この前

福岡に行って運輸機構とＪＲと運輸局ともい

ろいろ話し合ったんだけれども、今でも眠れ

ないというようないろんな被害があるのに、

夜中の０時から５時までの間に、今の260キ

ロよりもさらに10キロ増しの270キロで試験

運転をやるというんですよ。 

 この前、僕は、何で夜中なのかと、そした

ら、安全性がまだ確認できてないから昼間で

きませんと言うんですよ。そしたら夜中に27

0キロで飛ばして何かあったらどうするのか

ということで大分やり合ってきたんですけれ

ども、そこら辺のところは、何か僕は、いわ

ば交通の利便性の向上とか、科学の発達と

か、新幹線そのものに反対とかというわけじ

ゃないんですよ。それはそれで認める立場な

んだけれども、余りにもちょっと住民のこと

が無視されたり軽視されたりという感じがあ

りまして、県としても、だからといって何が

できるかというのは、なかなか県の立場とし

ても難しいのはわかっておりますけれども、

ぜひ、そこら辺も踏まえて、いろいろ努力は

していただきたいと。これは要望しておきま

す。 

 

○森浩二委員長 よろしいですね。 

 それでは、続きまして、付託調査事件の閉

会中の継続審査についてお諮りします。 

 付託調査事件については、引き続き審査す

る必要があると認められますので、本委員会

を次期定例会まで継続する旨、会議規則第82

条の規定に基づき議長に申し出ることに異議

ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森浩二委員長 異議なしと認め、そのよう

にいたします。 

 以上で本日の議題は全て終了しました。 

 それでは、これをもちまして、第18回環境

対策特別委員会を閉会します。 

  午後０時32分閉会 
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